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令和８年開成町議会３月定例会議予算特別委員会 会議録（第１号） 

令和８年３月９日（月曜日） 

 

○議事日程 

令和８年３月９日（月） 午前１１時００分開議 

日程第１ 議案第２３号 令和８年度開成町一般会計予算について 

［質疑］ 

（第１ブロック、第２ブロック、第３ブロック及び第４ブロック） 

※一般会計について、次の各課、室、局を第１ブロックから第４ブロッ

クに分けることとする。 

また、一般会計以外の会計について、第５ブロック及び第６ブロックに

分けることとする。 

・第１ブロック：企画政策課、総務課、財務課、税務窓口課、出納室、 

        議会事務局 

・第２ブロック：地域防災課、環境課、福祉介護課、保険健康課、 

        こども課 

・第３ブロック：都市計画課、都市整備課、産業振興課 

・第４ブロック：学校教育課、生涯学習課 

・第５ブロック：開成町国民健康保険特別会計、開成町介護保険事業 

        特別会計、開成町給食事業特別会計、開成町後期高 

        齢者医療事業特別会計及び開成町駅前通り線周辺地 

        区土地区画整理事業特別会計 

・第６ブロック：開成町水道事業会計及び開成町下水道事業会計 

 

○本日の会議に付議した事件 

議事日程に同じ 

 

○出席委員（１１名） 
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    １番 清 水 友 紀      ２番 吉 田 敏 郎 

    ３番 石 田 史 行      ４番 井 上 慎 司 

    ５番 武 井 正 広      ６番 前 田 せ つ よ 

    ７番 今 西 景 子      ８番 寺 野 圭 一 郎 

    ９番 佐 々 木 昇     １０番 山 下 純 夫 

   １１番 星 野 洋 一    （１２番 山 本 研 一） 

 

○説明のため出席した者 

町 長 山 神   裕 副 町 長 石 井   護 

教 育 長 石 塚 智 久 
参 事 （ 兼 ） 

企 画 政 策 課 長 
岩 本 浩 二 

参 事 （ 兼 ） 

総 務 課 長 
山 口 哲 也 

参 事 （ 兼 ） 

地 域 防 災 課 長 
小 玉 直 樹 

参 事 （ 兼 ） 

福 祉 介 護 課 長 
中 戸 川 進 二 財 務 課 長 高 島 大 明 

税 務 窓 口 課 長 遠 藤 直 紀 環 境 課 長 高 橋 清 一 

保 険 健 康 課 長 土 井 直 美 こ ど も 課 長 奥 津 亮 一 

都 市 計 画 課 長 柏 木 克 紀 都 市 整 備 課 長 井 上   昇 

産 業 振 興 課 長 加 藤 康 智 
会 計 管 理 者 

（ 兼  ）出納室長 
石 井 直 樹 

参 事 （ 兼 ） 

学 校 教 育 課 長 
田 中 栄 之 生 涯 学 習 課 長 田 代 孝 和 

 

＜第１ブロック：企画政策課、総務課、財務課、税務窓口課、出納室、議会事務局へ

の質疑＞ 

企画政策課  戦略班長                    大石 卓哉 

企画政策課  企画班長                    瀬戸 弘夢 

総務課    総務班長                    齋藤 旬矢 

総務課    デジタル行政推進班長              小澤 俊之 

財務課    財政企画兼財政調整班長             永松 功次 

財務課    契約管財班長                  遠藤 徹 

税務窓口課  課税班長                    山田 英男 

税務窓口課  徴収対策班長                  石川 祐一郎 

税務窓口課  総合窓口班長                  平野 友香 
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＜第２ブロック：地域防災課、環境課、福祉介護課、保険健康課、こども課への質

疑＞ 

地域防災課  協働推進班長                  岩本 美樹 

地域防災課  防災安全班長                  平野 哲史 

環境課    環境班長                    尾川 幸寛 

環境課    ゼロカーボンシティ推進班長           市川 幸依 

福祉介護課  福祉班長                    輿石 佳那子 

保険健康課  健康づくり班長                 露木 和子 

こども課   こども支援班長                 北原 慎也 

こども課   こども家庭班長                 鈴木 美由紀 

 

○議会事務局 

事 務 局 長 中 村   睦 書 記 佐 藤 久 子 
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○委員長（星野洋一） 

  皆様、こんにちは。本特別委員会は、議長を除く１１名の委員で構成されており、

ただいまの出席委員は１１名です。 

  定足数に達しておりますので、これより予算特別委員会第１日目の会議を開会い

たします。 

午前１１時００分 

○委員長（星野洋一） 

  特別委員会では、付託されました議案第２３号 令和８年度開成町一般会計予算

についてから、議案第３０号 令和８年度開成町下水道事業会計予算についてまで

の８議案の審査を行います。 

  進め方について、日程案に沿って御説明させていただきます。 

  日程表を御覧ください。本特別委員会では、所管の各課、室、局を第１ブロック

から第６ブロックまで分けて審査を行います。 

  本日第１日目は、一般会計予算のうち、第１ブロックから第２ブロック、第３ブ

ロック、第４ブロックの順で、ブロックごとに所管する歳入歳出予算について詳細

質疑を行います。 

  １０日の第２日目は、本日に引き続き、一般会計予算について、第３ブロックか

ら第４ブロックまで特別会計、企業会計について第５ブロック、第６ブロックの順

で詳細質疑を行います。 

  １１日の第３日目は、各ブロックの詳細質疑が終了しておりますので、委員会で

の討論及び採決を行う日程としております。なお、質疑の進行状況などにより、適

宜、日程を変更することも予測されますので、御承知おきください。 

  お諮りします。 

  本予算特別委員会の審査日程につきましては、ただいま御説明をいたしました日

程とすることに異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○委員長（星野洋一） 

  御異議なしと認め、日程が決定いたしました。 

  審査に入ります。議案第２３号 令和８年度開成町一般会計予算についてを議題

といたします。 

  委員の皆様にお願いいたします。審査に際しましては、議事の整理上、委員長と

発声し、挙手をしていただき、指名された後、マイクのスイッチが入っていること

を確認の上、発言をお願いいたします。質疑はブロックごとに歳入歳出併せて行い

ます。 

  歳入は、歳入歳出予算書、款、項、目、節、細節欄、歳出は、款、項、目、事業

欄に所管課が記載されておりますので、参考としてください。また、質疑の際は、

予算書のページ数、歳入は、款、項、目、節、細節、歳出は、款、項、目、事業名

を明示してください。 
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  説明員として出席の班長に申し上げます。発言を求める場合は、委員長と発声し、

挙手をしていただき、指名された後にマイクのスイッチが入っていることを確認の

上、課名と名前を述べてから発言をお願いいたします。 

  では、第１ブロック、企画政策課、総務課、財務課、税務窓口課、出納室、議会

事務局の所管に関する歳入歳出予算について詳細質疑を行います。 

  質疑をどうぞ。 

  ８番、寺野委員。 

○８番（寺野圭一郎） 

  ８番、寺野でございます。ページ１２ページ、１款町税、１項町民税、１目個人、

１節現年課税分のところになります。 

  個人についての町民税については、増額見込みとなっておりまして、記載されて

いる概要並びに先日の御説明でも理解は十分しているところではございますが、今

回の増額見込みは、課税対象者数の増減をどのように見込んで、どのような算定根

拠で積算をされたのか、まずお願いをしたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 

○税務窓口課課税班長（山田英男） 

  税務窓口課、山田と申します。委員の御質問にお答えさせていただきます。 

  個人住民税につきましては、人口の増、納税義務者数の増、そこのところで約１．

８％見込みまして、それから賃金上昇それで１．９６％を見込みまして、まず均等

割の部分で納税者数の増を見込みました。 

  それから、所得割のほうでございますけれども、そちらにつきましては、課税標

準額。こちらに賃金上昇の１．９６％掛けまして、元となる税額を算出し、そこに、

あと退職手当に関する増分、それから住宅借入金や調整控除等々といった、マイナ

ス要因を差し引きまして、算出しているという形になります。 

  以上になります。 

○委員長（星野洋一） 

  ８番、寺野委員。 

○８番（寺野圭一郎） 

  ありがとうございます。もう、お話ししていただいているとおり、理解は十分し

ているところなのですけれども、均等割は特に転入ですとか、転出の動きが、歳入

に直結する税目となっているかと思っております。 

  開成町は、近年、昨年度は若干人口減ということもありましたけれども、近年、

子育て世帯を中心に、転入超過が進んでここ数年は進んでいるかと思っております。 

  そこで来年度の課税対象者数の見込みに当たり、人口の増減や年齢構成の変化を

どの程度織り込んでいるのか。お示しいただければと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 
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○税務窓口課課税班長（山田英男） 

  税務窓口課、山田と申します。委員の御質問にお答えいたします。 

  最近、人口自体は、若干伸び悩みといったところがあるかと思いますが、生産年

齢人口といたしまして、１５歳から大体６０歳、ここの部分なのですけれども、そ

この伸びは、順調に伸びていくという形で、生産年齢人口ということで、１５歳、

実質的には学生さんもいらっしゃるので、２２歳から２３歳になられる方が増える

のと同時に、仮に生産年齢人口が６５歳、生産年齢人口から外れたとしても、そこ

でいきなり納税がなくなるわけではなくて、当然御自身でお仕事もされますし、年

金の受給もございますので、いきなり非課税になるということはないので、どちら

かというと、上の方はそのまま納税義務者として残っていて、さらに下から上がっ

てくるということで、上昇が図られていくということですので、今後も一応所得の

ベースがどうなるか分かりませんが、人数としては、右肩上がりで上がっていくと

推測はしております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ８番、寺野委員。 

○８番（寺野圭一郎） 

  ありがとうございます。上の年齢の方は、読みやすく、下の生産年齢人口に突入

した方々がプラスアルファで増えていくという認識で私も思っておりました。 

  最後の部分で、分離課税についてお尋ねをしたいのですけれども、株式市場の動

向ですとか、例えば不動産売買の物件の動向によりまして、大きく変化する、結構

これは不安定な税目だと私は感じております。 

  今回の増額見込み、１月ぐらいから、だんだん株式市場も金額が上がってはいる

のですが、何と今日、先ほどの情報で３，５００円、日経平均が下がっているとい

う状況で、私もちょっとあったものがなくなってしまったりとか、非常に動揺して

いるところもあるのですけれども、増額見込みは、例えば市場の動向ですとか、譲

渡の件数とか、どのような前提で、どのような見通しで算定をされたか、最後お話

をいただければと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 

○税務窓口課課税班長（山田英男） 

  税務窓口課、山田と申します。委員の御質問にお答えいたします。 

  委員おっしゃるとおり、株式については非常に難しくて、私などは素人なので、

もう本当に分からない状態です。 

  譲渡につきましては、株式のほかに、土地とか建物とかの譲渡というのがござい

ます。 

  今回、一応土地の譲渡ということで、区画整理に係る部分、課税が見込まれる部

分としましては、３件ほど、約５００万円程度は見込んでおります。 
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  株式につきましては、なかなか難しいので、もう本当に近年の直近５年の増減幅

といったところを、上限値とかを除いて、平均３年ぐらいの形で上昇は見込んでい

るのですけれども、これはもう株価の上昇で、どのタイミングで売ったりするか、

その辺はもう本当に素人なものですから分からないので、そういった平均的な数字

で計上して上げているという状況になっております。 

  その詳細の計算が難しいところで、ちょっと勉強不足でもあって申し訳ないので

すけども、計上としては、一応そういう形で計上させていただいているといったと

ころです。 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑ございますか。 

  ４番、井上委員。 

○４番（井上慎司） 

  ４番、井上慎司です。同じく１２ページから１３ページにかけてのところで、税

務窓口課に伺います。 

  滞納繰越分の歳入のところ、個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税

の４項目において、滞納繰越分の歳入が前年度より全て減少しています。その要因

について伺いたいのですが、この令和７年度の滞納が減っているのか、不納欠損が

増えているのか、令和７年度の収納率の推移の関係についても併せて伺いたいと思

います。よろしくお願いします。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 

○税務窓口課徴収対策班長（石川祐一郎） 

  税務窓口課、石川です。ただいまの委員の質問にお答えいたします。 

  税務窓口課では、累積滞納を防止するために、納期限後、早期に督促を発行後、

早期に電話催告ですとか、催告書の発送等を行っております。またそれでも納付い

ただけない方については、財産調査の上、差押えですね。こちらも財産を発見次第

速やかに差押えをしております。こうした早期の着手によって、滞納については圧

縮傾向にあります。 

  昨年に比べまして、本年度調定額は減少しておりまして、調定額が減少している

中でも徴収している金額というのが昨年よりも多いですので、総じて滞納額は減っ

ているというような状況になっております。 

  こちらについては、住民税、固定資産税、軽自動車税の３税について、共に言え

ることです。 

  法人税につきましては、こちら１社分、今、挙げさせていただいております。こ

ちらにつきましては、現状、財産調査をしているのですが、なかなか財産が見つか

っていないというところです。なので財産が発見次第、こちらについても滞納処分

をしていきたいと考えております。 

  以上です。 
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○委員長（星野洋一） 

  ４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

  おおむね滞納が減っているというところで認識いたしました。これは唯一減って

もいい歳入だと思いますので、引き続き徴収の実務を担っていっていただきたいと

思っております。 

  今、御答弁の中でもありました滞納整理の取組と早期対応についてしっかりやら

れていると認識しましたが、不納欠損の抑制に向けて、どのような滞納整理の取組

を進めてきたのかという部分、今、一通り説明されたのか、まだほかにもあればぜ

ひそこを伺いたいと思います。 

  また特に滞納の長期化を防ぐための早期対応、納税相談、分納指導など、そうい

った部分を令和８年度の徴収体制の中でどのような対応を取っていくのか伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 

○税務窓口課徴収対策班長（石川祐一郎） 

  ただいまの御質問にお答えいたします。不納欠損につきましては、毎年定額とい

うわけではなくて、財産調査の上、財産がない場合、執行停止という手続を取って

おります。その手続を取るかどうかによって、その年度の不納欠損の金額は大きく

変わっていきますので、基本的には不納欠損をした後、継続して調査をした上で、

財産がなければ３年後に不納欠損を迎えると。またもしくは時効の５年で迎えると

いうようなものになっておりますので、また調査を継続して、ないような場合は、

不納欠損を今後もしていきたいと考えております。 

  あとは今後も財産調査していきまして、現在、財産調査システムというものを令

和５年度に導入をしております。従前ですと、預金の調査とか、そういったものは

書面で金融機関と行っていたのですが、そちらを導入することによって、早期に財

産の把握ができるような状況になっておりますので今後もそういったものを活用し

ながら、滞納処分していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよです。関連して１点お尋ね申し上げます。滞納整理につきまし

ては、県から以前、各自治体に滞納整理を支援する実地支援制度というのがあった

わけでございますが、ちょうどそれが令和６年度で終了してということなのですけ

れども、終了した後、今のお話を伺うと、順当に県の中でもトップクラスの形で徴

収率を本町は維持しているという様子が伺われるわけですけれども、その支援制度

が６年度をもって終了をしたわけですけど、その前後における徴収率の推移につき

まして、数値的なものをお示し願えたらと存じます。 
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○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 

○税務窓口課徴収対策班長（石川祐一郎） 

  税務窓口課、石川です。ただいまの御質問にお答えいたします。 

  令和６年度については、先ほど前田委員がおっしゃったとおり、実地支援制度が

ございました。そちら、対象とした滞納者につきましては、完納に至ったものにつ

いてもいるのですが、そのほかの者につきましては、継続して折衝を続けているの

が状況です。 

  本年度につきましては、その実地支援制度ではなくて別の徴収引継ぎ制度という

ものがございます。そちらを神奈川県さんのほうに案件をお願いしまして、徴収し

ていただくというようなことをやっております。残念ながら、本年度につきまして

は、神奈川県でも徴収ができなかったということはあるのですが、今後もそういっ

た徴収の制度等を活用させていただきながら、神奈川県と協力しながら滞納処分等

をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  失礼いたしました。委員長、今、質問させていただいた中で、県下トップレベル

の徴収率ということで、数字的なものも、せっかくの機会でございますので、推移

等をお示し願えたらと存じます。 

○委員長（星野洋一） 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  補足させていただきます。実地支援制度に関しましては、おっしゃるとおり、令

和６年度をもって、一旦終了となっておるのですけれども、その重要性と期待され

る効果に鑑みまして、神奈川県に対しましては、言い方からあれしますと、再開の

要望は機会を利用しまして、出しておりますということを申し添えます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課長。 

○税務窓口課長（遠藤直紀） 

  すみません。県内において、開成町が高水準であるというところでございますが、

ちょっとすみません。数値を持ってきていなくて、後ほどお答えしたいと思うので

すが、県と税収対策推進会議ということで、県内の市町村が集まる場がございます。

その中で集計している中では、徴収率、現年度滞納繰越分ともに令和６年度の決算

においては、上位というかというところだったので、そこはちょっと数字はまたお

示ししますので、しばらくお待ちください。 
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○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ９番、佐々木昇です。１２ページ、１款町税、１項町民税、２目法人のところで

ちょっとお伺いします。 

  法人割になるかと思うのですけれども、予算の算定時、主要法人への調査や近年

の動向を踏まえ、前年度から８，２００万円の減を見込むということですけれども、

まず、この主要法人への調査、これは何か所の法人に伺ったのか。また、この調査

は町として誰が調査に行かれたのか。答えられる範囲でお願いします。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 

○税務窓口課課税班長（山田英男） 

  税務窓口課、山田です。委員の御質問にお答えします。法人数といたしましては、

２０社に訪問、後は電話での応対、それからアンケート調査の書面をお送りして、

御回答いただいているという形で実施しておりまして、書面以外の電話等につきま

しては、担当から先方の会社さんの担当者さんに御連絡して、お話を伺っている。

町内の業者に訪問したところについては、担当と課長２人でお伺いして、お話をお

伺いしたというところになります。 

  以上でございます。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ありがとうございます。その結果、町としてどのような評価、分析をされたのか

伺いたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 

○税務窓口課課税班長（山田英男） 

  税務窓口課、山田と申します。委員の御質問にお答えいたします。 

  町としましては、やはり詳細の来年度の所得の状況といいますか、会社の所得の

状況といいますか、あと昨年、還付等がありましたけれども、一応その後とかのお

話でそういった還付については、単年度で終わっているので、翌年度以降は通常ど

おりになるよといった、割かし詳細なお話もお聞きはできているので、ちょっと聞

かないと、それこそ予算編成の数字、昨年大分還付になってしまったので、何も言

えないのですけれども、詳細のお話は聞けているので、予算要求する上では、非常

に助かっているというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 
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○９番（佐々木 昇） 

  ありがとうございます。なかなか難しいところだとは、私も理解しておりますけ

ども、そういったところで今後も、今、社会情勢も激動が予想されておりますけれ

ども、そういったことも含めて、最終的に、どのような見込みでこの予算を算定さ

れたのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 

○税務窓口課課税班長（山田英男） 

  税務窓口課、山田と申します。委員の御質問にお答えいたします。 

  法人町民税につきましては、開成町の場合、大手法人によるところが非常に大き

いというところで、そこに左右されることが大きいのですけれども、そこに聞いた

話の中では、先ほどちょっと申し上げましたが、還付に至ったような、昨年のよう

な状況というのは、繰越控除ということで、翌年も同じような控除が発生するとい

うケースもあるのですけれども、そういったことは生じないという話は聞いており

ます。 

  ただ、会社さんでも外に出せる話と出せない話というのはあるかと思いますので、

聞いた限りでおけば、会社の業績自体は非常に良好であり、聞いている限りでは、

もっと増やして要求しても大丈夫ではないかなという感覚は受けておりますけれど

も、昨年の状況もございますので、「あつものに懲りてなますを吹く」ではござい

ませんが、ちょっと低めにといいますか、低めに要求をしているところではござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（星野洋一） 

  ８番、寺野委員。 

○８番（寺野圭一郎） 

  ８番、寺野でございます。場所は、同じく１２ページ、１款町税、１項町民税、

１目、２目の法人ですね。担当は同じく税務窓口課になります。 

  関連するお話として、私、実は昨年も全く同じところを聞いておりまして、昨年

は、結構強気に数字が前年比でプラスで推移しました。 

  おっしゃるとおり、企業は生き物ですから、今年度のような補正、減額というと

ころもあるのは十分理解はしているところでございます。ただ、今回、来年度の予

算の部分というところで、あえて前年よりマイナス、ちょっと言葉悪いかもしれな

いのですけれども、前年の御回答に比べると弱気な数字見込みかなと私はちょっと

見えたのですが、ここのマイナスで、前年比マイナスで数字をつくった根拠という

か、例えば、１法人、主要法人さんの数字のお話は今していただきました。 

  それ以外にも、開成町内、法人さんたくさんあるわけでして、企業さん、法人さ

んの例えば景気動向、売上動向、利益状況ですとか、そういったところまでヒアリ

ングがされていて、こういった数字なのかどうかというところをちょっとお話をい



－３１６－ 

ただければと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 

○税務窓口課課税班長（山田英男） 

  税務窓口課、山田と申します。委員の御質問にお答えします。 

  大手法人以外のところです。一応アンケートや訪問してお話を聞かせていただい

た限りでは、業績自体は特に悪くはないので、例年どおりには納税いただけるとい

う感覚は得ております。ただ、どうしても、１社大手が占める割合が大きいので、

どうしてもそこのところに注意しなければいけないという部分がございまして、今

年度、令和７年度の予定納税等も少なかったので、感覚としては、通常どおりでい

けば、来年度、令和８年度は、かなりの数字が期待できるという感覚は得ておりま

すが、昨年、議員はトランプ関税の関係のとか、気にされておっしゃっていたかと

記憶しているのですけども、今年もまた同じように中東のほうで戦争とかも起きて

いますので、その影響がどのように起きるかというところまでは、ちょっと想定が

できないので、そういった意味で、若干要求レベルとしては弱気な要求になってい

るというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ８番、寺野委員。 

○８番（寺野圭一郎） 

  ありがとうございます。これの数字がいいとか悪いとかではなくて、どうしてこ

ういう形で、マイナスな数字なのだろうという、もう本当に昨年も質問させていた

だいた御回答と、今年の数字というところの部分で、ちょっと私の中で疑問点があ

りましたので、お尋ねをさせていただきました。 

  また、各何号法人、何号法人というところで、これは均等割が発生しているとこ

ろも十分分かってはいるのですけれども、例えば、資本金が増額になったりとか、

あとは従業員数さんが増えたりした関係で、この何号法人というのが前後すること

が当然あるかと思うのですけれども、そういった情報ですとか、例えば資本金が増

資されました。一応国税、県税と町には、申告というか、資本金が変わりましたよ

ということを通知する義務は、法人さんは当然あるのですが、なかなか見えてこな

いのが従業員数なのです。そういったところが、どのような形で、例えば１月のす

みません、法定調書の人数で把握をしていらっしゃるのか、または年末調整のとこ

ろの数字で把握をされているのか、そういった水準というか基準というか、そこの

部分、従業員数のＡ社さんには、何人ぐらい従業員数がいるであろうというのを把

握するものというか、そういったものは、どういったもので判断をされていらっし

ゃるか、お教え願います。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課班長。 
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○税務窓口課課税班長（山田英男） 

  税務窓口課、山田と申します。委員の御質問にお答えいたします。 

  特に注視しているのが、９号法人、税率にいたしまして、３００万の法人になり

ます。そこのところが、確かに２社ですかね。５０人を切ると、税率が４１万円に

なりますので、そこの２社については、特に注視しておりまして、アンケート調査

の中に、人数等の変更等があれば、現況記載をという形で、そういったところで把

握をしているというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ３番。石田委員。 

○３番（石田史行） 

  ３番、石田史行でございます。ページは、同じく歳入の３１ページになります。 

  ふるさと応援寄附金、財政課担当でございますけども、３億円を見込んでおりま

して、前年度比と比較して、１億２，０００万円という増を見込んでおられますけ

れども、この受けた印象として、非常に強気な感じが、印象を受けました。 

  ふるさと納税は、既存返礼品のＰＲをさらに強化し、新規返礼品の開発にもチャ

レンジしていくということでございますけども、新規返礼品の開発というのは、具

体的にはどういったものを想定されているのか。御説明をいただきたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  財務課班長。 

○財務課財政企画兼財政調整班長（永松功次） 

  財務課の永松と申します。ただいまの委員の質問にお答えさせていただきます。 

  まず前段、いただきました３億円の予算について、まず御説明をさせていただき

ますけれども、ありがたいことに、まず２月末時点で、約３億４，０００万円をい

ただいているというのが現状でございます。それを踏まえて、今回の予算というの

は編成をさせていただきました。差額につきましては、年々、地場産品基準値が厳

しくなっておりますので、そういったところを踏まえまして若干減要素がある。ま

た今、去年の９月にポイント制度も廃止されておりまして、それが通年化するとい

うところもありますので若干減要素もあるのかなと考えまして３億円の予算を書か

せていただいております。 

  後段、新規返礼品の開拓の部分、御説明させていただきますけども、大きくは２

つございます。 

  １点は、既存返礼品のバリエーションの強化、例えば同じ返礼品であっても、数

量を変えることによって、寄附額を調整させていただきまして、これによって例え

ば１万円寄附したい方、２万円寄附したい方、そういった方でニーズは異なります

ので、様々なニーズに御利用いただけるようにバリエーションを増やしていくとい

うのが１点でございます。 

  ２点目が、おっしゃるところかなと思いますけれども、完全新規の返礼品の開拓
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というところで、今年度で言いますと、代表的なもので言えば開成町産のお水です

とか、あと冷凍の唐揚げですとか、幾つか出させていただいております。 

  狭い町内ですので、どれだけ発掘できるかなというところはありますけれども、

今後もそういったところを情報は集めつつ、ふるさと納税として出していけるもの

があれば、随時検討させていただきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ３番、石田委員。 

○３番（石田史行） 

  ３億円の合計につきまして、すみません、実績ベースということで、十分いくの

かなという感じがいたしまして、今の答弁で。やはりふるさと納税、持続可能な財

政運営のための財源の確保策として、非常に重要になっています。今後、新規返礼

品の開拓として開成町のお水みたいなお話もありました。大変いい取組で期待した

いと思います。 

  ただ、そうはいっても、各地もおいしいお水もありますし、全国的にもこのふる

さと納税は、もう力を入れていない自治体はもうほぼないのではないかなというぐ

らい競争が激しいですよね。だからそこでしっかりとした財源として確保していく

ためには、やはり調査研究というものが一層に必要なってくると思いますが、何か

手だてがあれば、御説明いただきたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  財務課班長。 

○財務課財政企画兼財政調整班長（永松功次） 

  財務課の永松です。ただいまの質問にお答えさせていただきます。確かに全国の

自治体が様々ふるさと納税の取組を進めておりまして、かなり熾烈な競争になって

いるのかなというところは認識をしてございます。 

  それに対する取組といたしましては、実は昨年の３月頃になりますけれども、中

間事業所、切換えをさせていただきまして、現在の委託をしている中間事業者とい

うのが、非常にいわゆるＥＣサイトの運営に強いところにお願いをさせていただい

ております。ふるさと納税の返礼品というものではございますけども、実態として

サイトとしては、限りなくＥＣサイト、ネットショッピングに近いものになってお

りますので、そういったところでいわゆるＳＥＯ対策、検索上位に上げるような取

組、そういったものを強く進めていけるというところが今、お願いしている事業者

さんの強みになりますので、そういったところと連携をさせていただいて、同じ返

礼品であっても、より多くの方に目に触れていただいて、御寄附いただくというと

ころを進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ３番、石田委員。 
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○３番（石田史行） 

  分かりました。ただいま班長が言われたように、ふるさと納税制度自体が、何か

ネットショッピング的な様相を呈している中で、やはり地道にこれを継続していく

ということが大事かなと思っております。やはりきちんとしたその他市町との差別

化ですよね。これに注力をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（星野洋一） 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  これだけ補足させてください。ふるさと納税に関しましては、今年度は月１回必

ず関係課のメンバー集めてミーティングをやって、士気を上げて取り組んでいきま

した。おかげさまで、先ほど班長が申し上げたような数字が積み上がっているもの

と前向きに職員を評価したいと思います。 

  新規の返礼品等につきまして１つ。開成町ブランドというのがあります。ちょう

ど先週、新たに７品目を認定させていただきました。それが即ふるさと納税返礼品

になるかと問われれば、それは事業者さんの都合も当然ありますし、我々の一方的

な思いだけでは実現しませんけども、今後も開成町ブランドという制度をできる限

り活用する中で、時間はかかるかもしれないのですけども、返礼品の発掘、育成、

ブランド認定させていただいたときの補助金も増やしましたし、ふるさと納税とい

うものも視野に入れて、その制度の活用も引き続き図ってまいりたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課長。 

○税務窓口課長（遠藤直紀） 

  すみません。お時間をいただきまして恐縮です。 

  先ほど前田委員から御質問のありました、住民税と徴収率の関係でございますけ

ども、こちら大変恐縮ですが、住民税のデータ。徴収率、県内のものとして数字を

捉えてございます。 

  開成町の令和６年度の住民税の徴収率につきましては、現年度で９９．６％、過

年度分で６９．６％となってございます。一般的に５０％を超えるということもな

かなか高い率となってございますので、これだけでもかなりいい数字でございます

が、こちらを全体の住民税の徴収率として見ますと、９９．３％となります。 

  こちらが県の平均が９７．６％となってございますので、２％近く高いというこ

とで、この９９％を超えるという市町村は、開成町のほかにもう１つ市がございま

すが、その中でも開成町が県内で、令和６年度はトップであったというところでご

ざいます。 

  これは令和６年度の数字なので、またこれから令和７年度徴収にも努めてまいり
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ますが、引き続き令和８年度も、これからも滞納の圧縮に努めてまいりたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（星野洋一） 

  ５番、武井委員。 

○５番（武井正広） 

  ５番、武井です。４３ページになります。ＬＩＮＥの公式アカウント絡みのとこ

ろで、これは毎年質問をしているのですけれども、ここの１１８万８，０００円と

いうところがございます。 

  これは令和８年度は、機能拡張ツール使用料となっておるのですが、令和７年は、

運用保守業務委託料というような計上の仕方になっているのですが、読み方による

と全く違うのですけど、この辺りはどうなっているのでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課企画班長（瀬戸弘夢） 

  企画政策課の瀬戸でございます。ただいまの委員の御質問にお答えいたします。 

  名称は異なっているのですが、もともと同じ会社が提供しているサービスの使用

料に実際的には近いというところで、委託という側面もあるのですが、実際には、

月額のサービスの仕様というところで、実態に近い名称とさせていただきました。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ５番、武井議員。 

○５番（武井正広） 

  実態に即した名称にしてきたと。そうですね。これが正しいのかと思います。 

  このＬＩＮＥが、昨年、令和７年３月、友達登録が４，３４０人、この３月、二、

三日前に見たところが５，０００人を超えてきたということで、昨年が２３％から

２７％近くまで来ているのかなとは思うのですけれども、まだまだ少ないなと。国

民８割が、今、ＬＩＮＥを使用しているというようなデータもございます。その中

で、来年度の登録者の目標とかはあるのでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課企画班長（瀬戸弘夢） 

  企画政策課、瀬戸でございます。ただいまの委員の御質問にお答えいたします。 

  今、委員がおっしゃられたとおりで、先日、友達登録者数が５，０００人を超え

ました。こちら機能拡張をした昨年度の伸びと比べると、若干伸び率としては下が

っているという状況でございますが、こちらは、当然その機能拡張をして、便利だ

なと感じていただいた方が登録をするという場合と、それから今、実際取り組んで

いるのが、様々な手続をＬＩＮＥで行えるようにする。あるいは窓口をＬＩＮＥ一
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本にするということで、ＬＩＮＥに登録をしていただくというような形で登録者数

を増やしているところでございます。 

  昨年も目標というところでお尋ねをいただいたというところは記憶をしていると

ころでございまして、本当に最終的な目標は、特にこのＬＩＮＥの意義というもの

は、町民一人一人とつながるツールを町側が持つというところで、特に災害時等で、

直接町民とつながれるツールを持っているということが重要という意味では、目標

は、このスマートフォンを持っている全町民が登録をしていただくというところで

はございますけれども、なかなかそこに到達するのは難しいというところございま

すので、基本的には、今年度と同様のペースで、おおむね今７００人程度、今年度

７００人程度伸びましたけども、同じペースを保ちつつ、もう１つ重要な指標とし

て、これは登録者数だけではなくて、実はブロック数というものがございまして、

実際には友達登録をしている全ての方に通知が届いているというわけではございま

せんので、あまり通知がうるさすぎるとブロックというものを、残念ながらされて

しまうユーザーの方がいらっしゃいます。そちらの数字が、今現時点で約５，００

０人に対して５８０人の方がブロックをされています。パーセンテージとしては、

１１．７％になりますけども、実はＬＩＮＥの公式アカウントとしては、一般的な

ブロック率が２０％から３０％と言われていますので、かなりそれを大きく下回っ

ているというところで、重要なのはこのブロック率を上げないように少しずつ登録

者数を増やしていくということだと考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ５番、武井委員。 

○５番（武井正広） 

  ５番、武井です。詳細のところの説明をしていただきありがとうございました。 

  ただ、今年度は、言っていただきましたね。スマホを持っている全ての全町民と

つながりたいと、最終的には。こういうことが大事なわけですよ。 

  今年度と同様に７００人とかという話がありましたけども、やはりそういう目標

を持つことによって、アイデアが浮かんでくるわけです。 

  現実、全国を見ますと町レベルですと、住民の数を超える１００％を超える登録

者数を持っているところもあったりするわけです。ですから、今回、非常にいい言

葉を僕は聞きましたので、来年度すごく期待したいと思っております。 

  そういった中で、ブロック数の話もいただきましたので、本当によかったなと。

ぜひそういったアイデアを持って、頑張っていただきたいと思いますけれども、防

災面、特に重要かなと、今もお話ありましたけども、調べる限り、登録者数が多い

ところというのは、やはり防災面とかということで登録しておいたほうが得だなと、

損ではないなという住民の皆さんからの意見が非常に多いという話もあります。 

  ですから、そういったことで、ぜひ頑張っていただきたいなと思っております。 

  答弁は結構です。頑張ってください。 
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○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下純夫です。ページ数４８ページになります。２款１項６目シティプ

ロモーション費１５９万８，０００円積んであります。ここの説明のときに、移住・

定住の促進のために県内のイベントに参加というような説明がございました。 

  昨年１月１６日の第六次総合計画に関するやり取りの中では、移住者の供給先と

して、東京を第一に考えているというようなお話がございました。第六次総合計画

は中長期の目標ですので、今回の中にはもしかしたら入っていないということにな

るのかもしれませんけども、メインは県内ということでありましたが、総合計画で

挙げられた東京メインとしたシティプロモーション、あるいは移住・定住促進の策

について、行われるのか、この令和８年度予算の中で、その辺りについてはいかが

でしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課戦略班長（大石卓哉） 

  企画政策課の大石です。ただいまシティプロモーション推進事業費というところ

で御質問いただいておりますが、移住の関係については、シティプロモーションの

目的としては、１つ移住というところもターゲットにはしておりますが、予算科目

としては、移住・定住促進事業費というのを別、その２つ下の事業として持ってご

ざいます。その中で持っている、現時点で予算措置している予算案としてお示しし

ているものの中には、我々が東京に行って、移住イベント、大規模に開催されるイ

ベントに参加をするですとか、あとは今年度初めて、神奈川県でも、神奈川県単独

で移住イベントを東京で開催してございますので、そういったものが継続される方

向になれば、そこにも参加していけるという前提で予算を組ませていただいており

ます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下です。そうかなと思いながら確認をしたのですけども、例えば、移

住・定住促進に関しては、県がスポンサーをやっているラジオ番組等々の中で、特

別の自治体に対する移住通話みたいなものを、他の県については実施されているも

のを移動中聞いたりすることもございます。その辺りの県と連携している中で特に

開成町に振ってくれるようなリレーションの取り方というか、そういったところを

絡めてのプロモーション等は予定はされていますでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 
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○企画政策課戦略班長（大石卓哉） 

  企画政策課の大石です。お答えをいたします。 

  直接、今、例で挙げていただいたラジオとか、そういったところは、現時点で想

定はしてございませんが、神奈川県としては、有楽町のところに移住の相談コーナ

ーというのを全国ほとんどの都道府県が設けておりますが、その中に専用のブース

を設けてございます。 

  今年度我々が作った移住ガイドブックをそちらに置いたりもさせていただいて、

一昨日ですが、「ロンちゃん還暦まつり」の中でも移住相談会というのを急遽です

が行いましたが、実はそこにも有楽町から御紹介をいただいて、移住相談、訪れて

いただいた方もいるような動きをしてございますので、常設としては、有楽町の県

が出しているブースというところを核にしながら、我々のツアーですとか、相談会

というところに誘導して、実の開成町というのを体験していただく、相談をしてい

ただくというような流れを考えていると。実際行っている部分もありますが、そう

いったところを詰めて、徐々に広げていく、深めていくということを考えておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下です。その有楽町でのイベントに際しては、先に移住された方が一

緒になっていって、イベントを手伝われたということも拝聴しておりますが、以前

班長から移住者の方のカスタマージャーニーもやって、あときちんと追いかけてい

って、ペルソナ分析までして、きちんとプロモーションの確率を上げていくのだと

いう御答弁いただいたと記憶しております。 

  先ほど言っていただいた有楽町でいろいろなコンタクトポイントがあると思うの

ですけど、そこでのカスタマージャーニーみたいなことも、今後も継続してヒット

率上げていくという活動は継続していかれますでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課戦略班長（大石卓哉） 

  企画政策課、大石です。移住につきましては、委員、今、御指摘いただいたとお

り、ペルソナの設定、それからカスタマージャーニーの作成ということについては、

今年度、これは神奈川県の移住アドバイザー事業というものを活用して定めたとこ

ろでございます。 

  現時点のペルソナとしては、ライフスタイルを変更して転居してくる方が移住の

ターゲットということになります。引っ越し需要層というのを入れてしまうと、な

かなか移住のターゲットとしてぶれてしまいますので、あえて遠方からライフスタ

イルを変えて開成町に転入してくる方というところをまず移住政策としてのターゲ



－３２４－ 

ットにしてございます。 

  先ほどありましたとおり、先輩移住者のインタビューですとか、そういったこと

を通して、少し読み上げさせていただきますが、都心にはないゆったりさやほどよ

い距離感のコミュニティで、地域を感じながら気持ちに余裕のある生活を送りたい。

理想の住まいと暮らしを実現したい層ということで、仮にクオリティ志向ファミリ

ーというような名前をつけてございますが、そういったものをペルソナにしながら、

今後区画整理等も進んでいく中で、移住検討者をまず育成していく段階からだろう

ということで、関心を高めていくというところが、まずジャーニーマップの最初の

ところ、そういったところでタッチポイントを増やしていくみたいなところを、令

和８年度しっかり取り組んでいきたいと考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

  ４番、井上慎司です。ただいまのところ関連させて質問させていただきます。予

算書４６ページ一番下、６目の企画費８１８万円について、企画政策課に伺います。

この科目の中には、シティプロモーション推進事業費や移住・定住促進事業費が含

まれています。４８ページには、それぞれの事業の詳細が明記されておりますが、

人口２万人に向けた戦略と捉え、大きなくくりで質問させていただきます。 

  開成町では、第六次総合計画において、人口２万人という目標を掲げており、当

初予算趣旨説明の質疑において、町の大きな方針や思いは町長から御答弁をいただ

いておりますが、ここでは具体的な戦略を確認させていただきたいと思います。 

  今回の令和８年度予算では、子育て支援、教育環境整備、都市基盤整備、それら

人口戦略に関わる重点施策が多く盛り込まれています。 

  移住・定住政策は、単発の事業ではなく、住宅、子育て、教育、働く場など複数

の施策が連動して初めて成果が出るものと考えています。 

  令和８年度予算では、これらの施策をどのような戦略の下に組み合わせて、人口

増に向けた政策を進めていくのかを伺いたいのですが、今回の予算編成によって、

人口２万人という目標に対して、シティプロモーション推進事業や移住・定住促進

事業において、どのような効果を見込んでいるのか。また、この企画費の中で特に

人口増につながると考えている施策はどれなのか、町の考えを伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼企画政策課長。 

○参事兼企画政策課長（岩本浩二） 

  それではお答えをさせていただきます。特にこれで、この事業だけで人口２万人

というものは、特出しすることはありませんけれども、総合計画で定めた事業を、

それぞれこの企画費だけではなくて、町全体の取組を積み上げて、積み重ねていく

中で、将来都市像の実現と人口２万人の達成に向かっていくというようなことで考
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えてございます。 

  ただ、先ほど班長からもありましたとおり、その中でもシティプロモーションで

すとか、移住・定住、今インフラ整備している中で受皿を今整備しておりますので、

そこにきちんと人口張りついていただけるようなソフト事業を並行して行っていく

ことで、総合計画の中でうたった人口２万人というものの目標達成に向けて、全力

を挙げて庁内全体で取り組んでいきたいと考えています。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ４番、井上委員。 

○４番（井上慎司） 

  総合計画の２万人というのは、長期的な計画なので、漠然とした２万という数字

でもいいのかもしれませんが、単年度ごとの取組というのは、その年度ごとの目標

設定をしっかりしていくべきだと私は思っております。 

  シティプロモーション推進事業や移住・定住促進事業は取り組んで終わりではな

く、町のＰＲを進めることで実際に移住・定住者を獲得し、人口増につなげなけれ

ばいけない事業だと思っております。 

  また、目標値を定めて取り組むことも重要かと思います。この令和８年のシティ

プロモーション推進事業や移住・定住促進事業では、それぞれの事業の中で何らか

の数値目標を掲げているのか。また、社会増、自然増、あるいは移住世帯数などに

ついて数値目標を設定しているのか、もしそういうものがあればお示しください。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課戦略班長（大石卓哉） 

  企画政策課の大石です。人口という観点でいきますと、実施計画上細かく何人で

すとか何世帯というようなことを定めているものはございませんが、事業の性質上、

特に令和６年中の社会増減というところが、一旦減少に転じたということは我々捉

えていますので、また令和７年については、実はプラスに転じてございます。そう

いったようなところは、全てが移住政策、シティプロモーションの成果とは思って

ございませんが、初めて移住・定住ということを令和７年から取り組んで、よい兆

しだったと考えてございますので、これを引き続き社会増を維持できるようにとい

うのが１つの目標になります。 

  また、移住という観点でいきますと、総合計画でも掲げておりますが、先ほどの

答弁とも少し重なるところございますが、東京都の増減というところを非常に注視

し、総合戦略上意識してございますので、そういったところが、東京一極集中が是

正できて、我々のほうが獲得できるようにしていく、そこが１つの数字の目標だと

捉えてございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 
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  ２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

  ２番、吉田です。今、同僚委員からいろいろシティプロモーションをはじめ、失

礼。移住・定住促進のことに対していろいろ質問あります。 

  いろいろ質問の中で理解するところでありますけれども、こちらの移住お試しツ

アー体験施設使用料、これは７万８，０００円に対して、詳細をお願いしたいと思

います。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課戦略班長（大石卓哉） 

  企画政策課の大石です。お答えをいたします。移住ツアーに関しては、協働です

る団体さんも今年度立ち上がってございますので、そういったところと相談しなが

ら、どういったツアーの内容にしていこうかということを詰める部分もございます。

そのタイミングを見ながら詰めていくとか、そのときにどういったものが受けるか

ということも考えながらやりますので、決定事項ではございませんが、予算編成上

の想定としましては、瀬戸屋敷で、かまど体験をした場合の予算ということで計上

させていただいております。 

  先ほども御説明、他の質問でさせていただきましたけども、都心部からのライフ

スタイルを変えて、開成町への移住を獲得してくるという観点で、古民家ですとか、

そういう昔ながらのことの体験というのですか。そういったことに対しては非常に

ニーズがあるというようなこともございますので、またお米のおいしさ、農産物の

おいしさみたいなことも訴求できるというところがございますので、現時点では瀬

戸屋敷のかまど体験というところで予算は編成をさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ２番、吉田委員。 

○２番（吉田敏郎） 

  今、瀬戸屋敷でという、かまど体験は承知いたしました。その中で、こういった

事業、近隣の市町でも、市でもやっているところがありますけれども、その中で、

先ほど有楽町のふるさと体験センターからも、いろいろと話を聞きました、そこに

関しても。こちらのほう、今、体験ツアーとして７万８，０００円ですから、どう

いうことをやるのかなということで今、理解しましたけれども、やはりこれからそ

ういうことで町長も非常に開成町の魅力を発信して、これから移住・促進をしてい

くということでお話を聞きました。 

  そういった中で、今、企画政策課で考えていることを聞きました。そういった中

で、これから先、今年度はそういう形で進めていく。これから先、また次年度に向

けての予算に向けても、そういった中で本当に開成町に住んで、その体験を、２泊

３日とか、１泊２日とか、そういう形で体験していただき、実際に開成町の魅力を
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感じ、そして開成町に住んで、そこから２日、３日通ってもらう。家族で通っても

らう、住んでもらう。そういう体験も、これから考えてくるという予定はあるので

しょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課戦略班長（大石卓哉） 

  企画政策課の大石です。現状、移住ツアーとしましては、日帰りのものと、あと

県と連携をして、この一帯で２泊３日というようなものがあるのが現状でございま

す。なので、開成町単独として宿泊を伴うものというのは、現状では用意ができて

いないということはございますが、中長期的にということであれば、何らかそうい

ったこともニーズは踏まえながらということになろうかと思いますが、検討の要素

だとは思っております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ２番、吉田委員。 

○２番（吉田敏郎） 

  こういった形で今これから中長期的にはそういうのを考えていくこともあるよと

いうことで聞きましたけれども、こういう形で、やはり開成町も本当に首都圏に通

えるところであるし、新幹線を利用して通うこともできるし、そういう形において

本当に開成町に住んで移住してもらって、そこからいろいろ発信してもらって、若

い人がまた集まってくるような、そういうことも考えられると思います。 

  そういった中で、これからもやはりそういうゲストハウス的なとか、ちょっとあ

れですけれども、空き家を利用したとか、そういうことも考えていくと思いますの

で、そういったことを本当に発信していただいて、開成町の魅力をどんどん発信し、

そしてそういう人たちに住んでもらうような魅力をどんどん出していただきたいと

思います。そういうことを考えながら、町長をはじめ皆さんそういうことでやって

いると思いますけれども、こちらは非常にこれから近隣の市町もきっと開成町のそ

のことに対して、非常に興味を持ってしていると思いますので、ぜひイニシアチブ

を取っていただいて、そういった形で、開成町の移住・定住促進政策をしっかりと

やっていただきたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  御答弁はよろしいですか。 

○２番（吉田敏郎） 

  もし何かあれば。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課戦略班長（大石卓哉） 

  企画政策課の大石です。先ほどほかの質問のお答えの中でしたように、移住の検
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討のジャーニーマップというものを考えてございますが、５つのフェーズがあると

考えております。まず興味を持ってもらう。関心を持ってもらう。移住の検討の対

象にしてもらう。それから移住先の絞り込みの中に入ってくる。最終的には移住先

として選んでもらうというところがありますので、現状はやはりまだ開成町に興

味・関心を高める。移住検討者を育成するという観点ですけど、そういったところ

が重要だと捉えております。これが少し時系列進んでくれば、移住の検討、移住先

の絞り込みという中で、またさらに開成町を深く知っていただくような政策を打っ

ていく必要がありますので、そういった中で取組を考えていきたいと思ってござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  １番、清水です。同じ４８ページ、これは２款総務費の６目企画政策課に係る事

業の数々が示されていまして、その２つ目と４つ目、広域連携推進関係費と公共交

通対策関係費の金額や説明内容の変化がほぼない、または金額については、マイナ

スもあるというところについて伺います。 

  令和８年度は、第六次開成町総合計画の公共交通では、２５５号線と紫水大橋が

つながるということが課題として挙げられていました。その予定が令和９年と公に

示されていますので、令和８年度は、その前年というところで、近隣市町と積極的

な議論や必要な調査研究などが急ピッチでなされる年だと想定されます。しかし、

この予算上の変化があまり見られない中で、総合計画上の構想にこれはどう合致す

るものなのか。お示しいただきたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課戦略班長（大石卓哉） 

  企画政策課の大石です。公共交通対策関係費というところでお答えをさせていた

だければと思いますが、この予算につきましては、２つの予算、要素を含んでおり

まして、地域公共交通会議の開催経費、それからバスの普及ＰＲといったイベント

経費といったところが主なものとなりますが、今、御指摘いただいた２５５号線ま

での都市計画道路の延伸ですが、現在令和９年度を目途に完了する予定ということ

は承知をしてございまして、また当町においてもこの後様々都市構造が変化してい

くということもありますので、当然検討していかなければいけないこととは認識を

してございます。 

  ここに予算としては表れてはおりませんが、今年度から南足柄市、それから大井

町と事務レベルでは少し協議を、協議というか意見交換といいますか。始まってい

る状況ではございます。ただ、なかなか市町と交通事業者との関係含めて、まだま

だハードルは高いところがございますので、整理をした上で、恐らく予算化をされ
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るとすれば、まずは地域公共交通会議の今回２回分取ってございますが、方向性が

ある程度見えてくると、ここの補正ですとか、そういったところが見えてくるのか

なと。現時点ではまだ見えていない部分が多いということで、前年どおりというこ

とにしておりますが、水面下では、当然意見交換等を進めているということで御理

解いただければと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  ではこの公共交通対策関係費というのは、町民の利便性の向上や、日々の生活の

環境改善に直結するものですので、総合計画にありますようなバス路線の維持・確

保や近隣市町と連携し、広域的なバス路線の整備という取組については、今のお話

ですと、その会議の中で要望などがされていくと理解しました。 

  では同ページの、やはり一番下の戦略的政策調査関係費についてです。こちらは

前年度５３万円だったところ、令和８年度に関してはゼロとなっています。ゼロで

すので、事業概要の文面もなくなっておりますが、昨年度の予算表には、この事業

概要については、政策課題等について、機動的な調査検討を行うことにより、行政

課題の解決に向けた取組を推進する。とありました。このような調査関係費を削減

して、今後どのように地域のニーズ、分野別のニーズをすくい上げ、戦略的な政策

を練っていくお考えなのかお示しください。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課戦略班長（大石卓哉） 

  企画政策課の大石です。委員御指摘のとおり、戦略的政策調査関係費につきまし

ては、機動的な政策課題等についての機動的な調査研究ということで、令和７年度

当初予算では旅費と消耗品で合計５３万円の予算措置をさせていただいておりまし

た。実際には、令和７年度におきましては、これは民間事業者さんの御協力という

ところになりますが、小田急総合研究所さんとの連携を深め、データ分析などを無

償で御協力いただいて実際には執行せずにいろいろできてきたというような経緯が

ございます。引き続き、当然行政課題の解決に向けた取組、機動的な調査等は進め

ていくということは大前提にありつつ、旅費について申し上げますと、職員研修予

算の先進地視察ですとか、ほかの手段、またあと先ほど委員おっしゃっていただい

た広域で交通みたいなことを考える際には、町村会の研究費みたいなのもございま

すので、あえてここでは計上せずに、ほかの科目も使いながらしっかりやっていき

たいと捉えているところでございます。 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 
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  ９番、佐々木昇です。４２ページ、２款１項１目、事業、職員研修事業費のとこ

ろでちょっとお伺いいたします。 

  職員研修について毎年行われておりますけれども、来年度、具体的にどのような

研修を行うのか、お伺いします。 

○委員長（星野洋一） 

  総務課班長。 

○総務課総務班長（齋藤旬矢） 

  総務課齋藤です。ただいまの委員の御質問にお答えさせていただきます。 

  職員の人材育成につきましては、本当に事務処理など基礎能力はもちろんのこと、

現代の複雑な行政課題等に対応するため、コミュニケーション能力、また対人スキ

ル、政策形成能力、課題解決能力、デジタル技術、こちらを活用するような能力が

求められているところでございます。またそれとともに、個の能力もそうですが、

チーム力を向上させるための取組を進めていきたいと考えてございます。 

  基礎能力につきましては、各階層ごとに分けて、研修のテーマを持って臨んでい

きたいと考えております。 

  若手職員につきましては、公務員としての必要な基礎的研修ですとか、事務効率

化のためのＯＡ研修、ＯＡスキルの向上。 

  中堅職員につきましては、相手に分かりやすい説明の仕方に関する研修ですとか、

やりがいを持って働けるようにとか、働き方の工夫に関する研修を行いたいと考え

てございます。 

  班長クラスにおきましては、各種課題に対して最適解を導くための研修ですとか、

プレイヤーからマネジャーへ移行する段階となってきますのでそちらの意識改革等

の研修を行ってまいります。 

  管理職につきましては、部下を育成、指導する能力について引き続き努めていき

たいと考えてございます。 

  また、こちらから与えての研修だけではなくてやはり職員の主体性というところ

を重きを置いて臨んでいきたいと考えておりますので、自ら受講したい研修等に対

応できるように、各課研修に参加できる個別の研修費等も確保してございます。さ

らには業務に関わる研究など、先ほどありましたけど、先進地視察の旅費等の計上

ですとか、自己啓発研修補助金等、資格とか取得した際の試験代とか、奨励費とか

も用意したりとかしてございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ありがとうございます。そういった中で、ちょっと１点お聞きするのが、接遇力

ですね。この辺の職員の方の接遇力の現状をどのように捉えているのか、お伺いし

ます。 
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○委員長（星野洋一） 

  総務課班長。 

○総務課総務班長（齋藤旬矢） 

  総務課齋藤です。ただいまの委員の質問にお答えさせていただきます。 

  接遇力につきましては、町民満足度を高める上で非常に重要と考えてございます。

ただ、接遇の研修等、これまで過去からいろいろやってきておりましたが、その効

果がどのようになっているかというところで、効果検証としまして接遇研修ととも

に覆面診断というのを隔年で実施しております。 

  令和８年度が、実施年度となってございますので、若干予算が少し手数料のとこ

ろが膨らんでおるところがその要因となってございます。 

  第五次開成町総合計画後期基本計画においては、この窓口対応の覆面診断の結果

を令和６年度には８０点以上にするという目標を立てて、研修等を実施してまいり

ました。 

  覆面診断なのですけれども、研修の受託者が抜き打ちで電話とか、窓口に実際に

来て、そこでの接遇の能力を診断するところでございます。電話、窓口それぞれ３

部署程度行ってございます。 

  平成２９年度には、６８点台だったのですけれども、令和６年度には８１点と合

格ラインを超えたことができております。なので引き続きこの合格ラインを下回ら

ず、またさらには１００点に近づけるような形で実施してきたと思っております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ありがとうございます。効果検証辺りをちょっと聞こうと思ったのですけど、覆

面審査のようなことを行われているということで理解いたしました。 

  それと後、利用者の方の生の声というところの取組というのはどうなのか。そう

いったことも必要なのかなと思いますけど、例えばアンケートを取るとか、その辺

の利用者さんの生の声を聞くという取組について、町の考えをお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（星野洋一） 

  総務課班長。 

○総務課総務班長（齋藤旬矢） 

  総務課齋藤です。利用者に対してのアンケート調査の実施はしていないところな

のですが、そちらについて検討させていただけたらと思っております。 

  ただ、総合計画等々の中の町民満足度の部分の中で。そういった接遇に関すると

ころについても当然拾っているところでございますので、そういったところを活用

しながら、利用者の声も拾っていきたいと考えてございます。 

  以上です。 



－３３２－ 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ９番、佐々木昇です。すみません、私独壇場、まだまだありますけど。４６ペー

ジ、２款１項５目、事業、公有地管理費のところでお伺いしたいと思います。駐車

場シェアサービス使用料、すみません。単純な質問で申し訳ございませんけれども、

これはどういうものなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  財務課班長。 

○財務課契約管財班長（遠藤 徹） 

  財務課、遠藤でございます。委員の質問にお答えします。 

  こちらにつきましては、現在、１月から駐車場シェアリングサービスを開始しま

した。こちらは１日６００円という、１日貸しを行っております。そちらの利用料

ということですが、こちらのほう、６００円に対して１５％が町の収入となってい

る、そういう仕組みになってございます。 

  説明は以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ありがとうございます。また、ここ土地賃貸料というところが充てられておりま

すけれども、ここはどこの土地を指しているのか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（星野洋一） 

  財務課班長。 

○財務課契約管財班長（遠藤 徹） 

  財務課、遠藤です。委員の御質問にお答えします。 

  先ほどの答弁の訂正をさせていただきます。先ほど６００円が町の収入になりま

して、手数料がシェアリングサービスの事業者さんに１５％いくというところにな

っております。おわびして、訂正します。 

  そして公有地の場所ということですが、ほかに町の未利用地を活用した賃貸借と

いうところでございます。 

  場所につきましては、６か所ほどございます。まずは金井島の高台病院にお貸し

している土地、次に延沢の共和衛生工業さんの横にある町有地をお貸ししている。

そして、あとは町有地に小田急不動産にお貸ししている土地、もしくは宮台ですね。

こちらは、南足柄市の竹松の境に、複写印刷さんがございますが、そちらの裏手に

町有地がございますが、そこに複写印刷さんの駐車場としてお貸ししているところ

がございます。あともう１つでありますが、そちらの複写印刷さんに貸している土
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地の一部が、ソフトバンクモバイルさんのこれは電波塔になりますので、そちらを

貸しているという以上のところに貸付けを行っております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ありがとうございます。ただいま、６か所の賃貸料というところでお話がござい

ました。この辺の活用ですけれども、現時点で落ち着いていると見ていいのか。今

後さらなる活用に向けて何か検討されていくのか、町の今後の方針についてお聞か

せください。 

○委員長（星野洋一） 

  財務課長。 

○財務課長（高島大明） 

  ただいまの御質問についてお答えさせていただきます。町としましては、基本的

には未利用の土地があった場合については、活用という部分については、検討して

いきたいとは考えております。 

  ただ、現時点で言うと、今、班長からも答弁させていただきましたとおり、複数

か所につきまして、実際、未利用の土地については貸出しをしているというところ

になっております。 

  あと一応補足的なところで、念のためなのですけれども、先ほどこちらの方の予

算書に出てきております。シェアリングサービスにつきましては、開成駅の東側の

町有地のところ、こちらのところを使っているもの１か所となっております。ほか

のところにつきましては、純粋に年貸しで土地を貸しているという形になっており

ます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ９番、佐々木です。班長がせっかく出席していただいているので。５１ページ、

２款１項８目、事業、町村情報システム共同事業組合関係費でお伺いします。 

  前年度からかなり減額になっておりますけれども、これ町村情報システム共同事

業組合の負担金ですけれども、ちょっとこの辺の内訳の詳細を伺いたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  総務課班長。 

○総務課デジタル行政推進班長（小澤俊之） 

  総務課、小澤です。委員のただいまの質問にお答えいたします。 

  町村情報システムの負担金ですが、減額の主な要因は、７，４４５万９，０００
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円を計上していた自治体情報システムの標準化、共通化への移行作業が完了したこ

とによるものとなってございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ありがとうございました。特に業務に影響はないということの理解でよろしいの

かと。 

  令和８年度、行政デジタルの取組で、何かＰＲする部分があったらお伺いしたい

と思います。 

○委員長（星野洋一） 

  御答弁は、総務課班長。 

○総務課デジタル行政推進班長（小澤俊之） 

  総務課、小澤です。委員のただいまの質問にお答えいたします。 

  まず町村情報システム負担金の影響ですが、まず、令和７年度中に全て移行して

いるものですので、令和８年度への影響というものはないものとなっております。

また、令和８年度のデジタルＤＸへの取組というものでございますが、まず令和２

年度に更新が供用開始した、この庁舎のネットワークが、令和８年度に更新を迎え

ますので、そちらの対応を行っていくというものとなってございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下です。今のところに絡みまして、ＤＸによって、町民サービスの向

上等々うたわれているわけですけども、それをきちんと活用するには、庁内はもち

ろんのこと、デジタルデバイドの解消というところが必要だと思うのですが、そこ

については、今年度予算、どこにどのような形で入れられていますでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課企画班長（瀬戸弘夢） 

  企画政策課、瀬戸でございます。ただいまの委員の御質問にお答えいたします。 

  デジタルデバイド対策としましては、今、高齢者向けのスマホ教室を開催させて

いただいているところですが、こちらは民間事業者さんとの協定に基づいて、無償

で実施をしていただいています。 

  ただ、実際もう少し一歩進んで操作をしたい、覚えたいということになりますと、

有償ということになってくる状況ではございまして、こちらについては、例えば老

人クラブ連合会さんなどを通じて、ニーズの調査はしておるのですけども、なかな
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か町で費用を出して、それで開催をしてくれるのであれば、集まるかもしれないね

というような状況で、なかなかそこまで踏み込んで、クラブさんと連携をしてやる

という段階まで調整が整っていないというところが現状でございまして、今年度、

特段その部分で予算は計上してございません。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下です。今、予算計上はないということと、もう一歩踏み込むと有償

になるというところありましたけども、老人クラブとは別に、住民の方が自主的に

やられているボランティアの中で、１２月と１月に実際にＬＩＮＥ教室みたいなの

が開かれて、私もその場におりましたけども、いわゆる高齢者の方なので、昔でい

うと、らくらくホン、それのスマホ版なので、ｉＰｈｏｎｅはなくて、ほとんどが

Ａｎｄｒｏｉｄであるとか、いろいろな気づきもあったのですけど、そういう中で

地域住民の方が、当然ながら町の経費かからずに実施されている部分がございます。

その辺もしっかりと把握をしていただいて、あるいは以前ちょっと一般質問の中で

もさせていただきました。特定の技術を持っている方が、地域とか行政のためにと

いうことで、川崎などではプロボノ部というのをつくって、貢献しているという事

例もありますので、そういった形での推進も検討いただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  企画政策課班長。 

○企画政策課企画班長（瀬戸弘夢） 

  企画政策課、瀬戸でございます。ただいまの委員の御質問にお答えいたします。 

  今、おっしゃられたのは、町民サポート活動センターに登録されている団体さん

が行っている事業と推察をいたしました。恥ずかしながら、その事業を事前に承知

をしておりませんで、後からそういったことをやられているということを知ったと

いうのが現状でございまして、やはりお金を使わずに町民の方のそういったプロボ

ノでデジタルデバイドを解消していくというところですと、当然、そういった団体

さんとの協働であるとか、あるいは例えば、高校生だとかを巻き込んで、御高齢の

方にスマートフォンの操作を教えていくだとか、様々なやり方があると思います。

ですので、まずは民間事業者さんとの協定も核にしながら、費用のかからない形で

協働ということで、デジタルデバイドを少しでも解消できるような取組ができれば

と考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  ６番、前田委員。 
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○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよでございます。ページ５８、２款総務費、上段の部分でござい

ます。県議会議員県知事選挙事務費というところの中の区分の説明の部分、委託料

のところでございます。１０３万８，０００円、ポスター掲示場設置等委託料と投

票所入場券作成業務委託料について質問いたします。 

  毎回、私、ポスター掲示については、折を見て質問させていただいております。

昨年、今年と国政選挙がございまして、多大に御苦労をおかけして、感謝を申し上

げます。その中で特にポスターの掲示場につきましては、昨年だったでしょうか。

掲示されたエリアが、ちょうどガードレールにすっかりと横１列ポスターの写真が

隠れるようなところに掲示されてしまっておりまして、すぐにそれを町にお話しし

たら、高さをしっかり整えていただいて、上げていただいて、見えやすくしていた

だいたというような事例もございまして、早速の御対応に感謝を申し上げたいと思

います。 

  そこで毎回御質問させていただいている件でございます。町内５４か所のポスタ

ー掲示場につきまして、その辺、この場所でよろしいかと。人口の張りつき具合に

よりましては、その辺の場所の見直し等々を進めるべきではないかという質問をさ

せていただいた経緯はございます。 

  先日させていただいたときには、急な選挙だったので、そういうことは、その辺

のことはできなかったと。ただ、もし必要があれば、そういうことは柔軟に対応し

ていきたいという御答弁をいただいておるところでございます。 

  令和８年度に限りましては、急な解散でございましたので、今からしっかりとポ

スター掲示場につきましての扱いについて、御検討いただきたいと思うところでご

ざいますが、掲示場５４か所についての町は、今どのような御見解で御対応の御予

定があるのか、質問申し上げます。 

○委員長（星野洋一） 

  総務課班長。 

○総務課総務班長（齋藤旬矢） 

  総務課齋藤です。ただいまの委員の質問にお答えさせていただきます。 

  それではまず、先ほどお話いただいたとおり、必要に応じてというところですの

で、今後そういった支障があるとかないとかと、いろいろな話を聞きながら検討し

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよです。実際ポスター掲示場につきまして、何らかの町民から、

またポスターを貼る任に当たっていらっしゃる方から、選挙管理委員会、総務課で

すけれども、そちらに御意見等々の聴取という案件は届いていないのでしょうか。 
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○委員長（星野洋一） 

  総務課班長。 

○総務課総務班長（齋藤旬矢） 

  総務課齋藤です。前回も選挙がありましたけども、その際にも、特に意見等はい

ただいてはおりません。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑ございますか。 

 （「なし」という者多数） 

○委員長（星野洋一） 

  それでは、すみません。皆さん委員の皆様にお伺いいたします。第１ブロックの

質疑のある方は挙手お願いできますでしょうか。 

  それでは、９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ９番、佐々木昇です。私もこれで最後になります。５７ページ、２款３項１目、

事業、証明書のコンビニ交付サービス及び窓口キャッシュレス決済に関わる経費に

ついてお伺いしたいと思います。 

  こちらの財源、戸籍住民台帳手数料も充てられていると思います。そちらで予定

されている件数ですか。これも表示されていると思いますけれども、この中でコン

ビニ交付分というのは何％ぐらい見込んでいるのか、ちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（星野洋一） 

  どちらが御答弁されますか。税務窓口課長。 

○税務窓口課長（遠藤直紀） 

  委員の御質問にお答えをしたいと思います。こちらは諸証明から手数料として充

当しているというところでございます。 

  数字の上では、発行の件数。手数料として幾ら入るかというところで、その財源

を見ておりますので、コンビニの交付率というのでは、令和６年度と同等、または

若干伸びているところもございますので、約ではございますけども、しばらくちょ

っとお待ちください。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ９番、佐々木昇です。この数字、後で分かったらで結構ですので、このパーセン

テージがどうのというのもありますけれども、多分やはりコンビニ交付というもの

は、利用者さんの利便性の向上、また窓口負担の軽減などといったメリットがある

ので、この辺利用率増やしていく取組が必要だと思いますけれども、その辺につい

て、町の考えをお伺いしたいと思います。 
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○委員長（星野洋一） 

  税務窓口課長。 

○税務窓口課長（遠藤直紀） 

  委員の御質問にお答えいたします。コンビニ交付は大変便利なものでございます

ので、マイナンバーカードを持っていれば、役場の開庁時間にかかわらず取得がで

きるというものでございます。 

  御案内のほうとしましては、諸証明を取られた、こちらに、役場に来られた方に

は、まずこういった方法もありますよという御案内はさせていただいております。 

  それから、来庁した方に、封書、封筒をつけて送付をした、お渡しをする封筒な

どにも、そういったコメント等を、便利なコンビニ交付を御利用くださいというよ

うな趣旨の内容のものを載せるということの対応はしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ありがとうございます。窓口とコンビニ交付の手数料、同じだと思うのですけれ

ども、これはコンビニ交付の手数料の減額、そういったことも考えていただけたら

と思いますので、答弁結構です。お時間いただきまして、ありがとうございました。 

○委員長（星野洋一） 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  １点、研修等について御質問いただきまして、補足させていただければと思いま

す。 

  先週の説明においても、既に触れておるかもしれないのですけれども、これまで

も神奈川県との交流含め、各自治体等の人事交流を行ってきた実績はあるのですけ

ども、次年度初めて一般社団法人地域活性化センターと人事交流を行う予定となっ

ております。目的といたしましては、多様化、複雑化する社会的な課題に対して、

横串を刺せるような、そのような人材の育成と、あとは全国各地から５０を超える

自治体からそこに同様の交流で、職員さんが一堂に会しておりますので、そこでの

ネットワークづくりというものを期待して送り込み、一方で、私どもで１名正職員

を受け入れることによって、現場を知っていただいたり、もちろん戦力としても働

いていただこうということを考えていることを補足させていただきます。 

  以上です。ありがとうございます。 

○委員長（星野洋一） 

  以上で、第１ブロックの所管に関する質疑を終了します。 

  暫時休憩といたします。 

  再開を１５時２０分といたします。再開後は、第２ブロックの質疑を行います。 

午後３時０６分 
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○委員長（星野洋一） 

  再開します。 

午後３時２０分 

○委員長（星野洋一） 

  第２ブロックの質疑を行います。説明員として、出席の班長に申し上げます。発

言を求める場合は、委員長と発声し、挙手をしていただき、指名された後にマイク

のスイッチが入っていることを確認の上、課名と名前を述べてから発音をお願いい

たします。 

  では、第２ブロック、地域防災課、環境課、福祉介護課、保険健康課、こども課

の所管に関する歳入歳出予算について、詳細質疑を行います。なお、質問答弁は簡

潔にお願いをいたします。 

  それでは、質疑をどうぞ。 

  ７番、今西委員。 

○７番（今西景子） 

  ７番、今西景子です。６８ページ、こども課、３款２項１目保育所入所児童等給

付関係費６億４，５９９万円についてお尋ねします。前年度比５，３１０万９，０

００円の増となっておりますが、その理由を御説明ください。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課班長。 

○こども課こども支援班長（北原慎也） 

  こども課班長の北原と申します。ただいまの委員の質問にお答えさせていただき

ます。こちらの増の要因ですが、前年よりも入所児童が増加するというところを想

定しております。特に分園の開設というところも併せて、重要関係があると考え、

１、２歳児を中心に延べ年間５，６４０名、前年度比で３７２名増というところで

想定したところ、このような形になった次第です。 

  以上になります。 

○委員長（星野洋一） 

  ７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

  これまで開成町、また、近隣市町でも、育児休業明けの１、２歳児の保育希望者

が多く、入所が難しい状態が続いていたと認識しておりますが、一方で現在、３歳

児以上のお子さんが入所できないと町民から聞いております。最近の入所児童数の

内訳の傾向を御説明ください。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課班長。 

○こども課こども支援班長（北原慎也） 

  こども課班長の北原です。ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

  委員のおっしゃるとおり、いわゆる育休明けというタイミング、１歳児、２歳児
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になる到達時に、保育所に入所したいという方が増えているというところは、まず

１つあるというところと。 

  また、これもまた委員のおっしゃるとおりですが、３歳児で難しいという方もい

らっしゃるというところで、全体的に全ての年代で保育所入所を希望される方が増

加しているという状況がございます。 

  以上になります。 

○委員長（星野洋一） 

  ７番、今西委員。 

○７番（今西景子） 

  ６９ページ、民間保育所等運営支援事業費で保育所施設整備費として、０歳から

２歳児が入所する分園に施設整備費の補助を出しております。保育施設の整備は、

町の将来を左右する重要な施策だと判断しております。 

  先ほど、町長から何事にしても選択肢があるほうがよいという御答弁がありまし

た。しかし今回の整備は、既存の民間保育所の分園という形であり、新たな事業者

の参入による、選択肢の拡大とは異なる整備であるとも受け止められます。 

  町のトップである町長の選択肢を増やす結果にはなっておりませんし、また待機

児童数、窓口で確認したところ、３年連続ゼロとなっております。 

  なぜ今、分園なのか。決定に至るまでの経過を詳細に御説明いただきたいと思い

ます。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課班長。 

○こども課こども支援班長（北原慎也） 

  こども課班長の北原と申します。ただいまの委員の御質問にお答えします。 

  おっしゃるとおり、選択肢がいろいろあるほうがよいというところで町長おっし

ゃっているところは承知しておりますし、班としても、課としても、そのことにつ

いては承知をしているところでございます。 

  先ほど町長の答弁にもあったとおり、担当課でもんで、また財政部局等々調整す

る中で、分園による定員増が好ましかろうというところで判断されたものと承知を

しております。 

  またこちらの分園の新設については、第３期の開成町こども・子育て支援事業計

画に載せさせていただいているというところがございますので、そのとおり、事業

は進めさせていただいたというところかと思っております。 

  なお、どのような理由かというところは、幾つか考えられるところではあるので

すが、１つ明らかにこの分園にした理由としてあったであろうというところが１点

ありまして、そちらが金銭面というところですね。分園というのは、当然本園があ

っての分園というところになるわけですが、この本園とセットになっているという

ところがありますので、事務等々がある程度削減できるであろうというところで、

町から支弁する、支給する委託料のほうが、普通に１個だけ建てたときよりも安く
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済むというところがございます。特に今年度、来年度、昨今、なかなか財政厳しい

というところがございますので、そこら辺にも合致したというところでの分園の建

設というところがあったのかと想像しております。 

  以上になります。 

○委員長（星野洋一） 

  ４番、井上委員。 

○４番（井上慎司） 

  ４番、井上慎司です。予算書６９ページ、一番上の項目、民間保育所等運営支援

事業費について、こども課に伺います。 

  次年度予算では、４，１３６万１，０００円、こちらの内訳は、国県の補助金だ

けでなく、一般財源からも１，０００万円以上が支出されております。その中で６

３５万３，０００円の予算が取られている。保育対策総合支援事業について質問を

いたします。 

  こちらは保育人材の確保のため、法人が借り上げた宿舎の費用を、町が一定程度

負担をする事業と理解をしております。保育人材の確保は、多くの自治体で課題と

なっているところですが、この制度によって、およそ何人程度の保育士確保を見込

んでいるのか。また、町内保育施設の人材不足はどの程度改善をすると見込んでい

るのかをまずは伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課班長。 

○こども課こども支援班長（北原慎也） 

  こども課班長、北原と申します。来年度の計上させていただいた、こちらの補助

金の人数としては、２名分というところで計上させていただいております。 

  今までこれからもかと思いますが、保育所さんでかなり頑張っていただいて、何

とか保育士が不足するという事態にはなっていないというところで、今までそうさ

せていただいていますが、それにあぐらをかくことなく、町でもそれ相応の負担を

すべきであろうというところで、こちらの補助金を新設したというところになりま

す。 

  以上になります。 

○委員長（星野洋一） 

  ４番、井上委員。 

○４番（井上慎司） 

  ２年分の計上というところなのですが、それで人材不足が改善されるという認識

でよろしいですかね。 

  これは法人が借り上げた宿舎の費用を町が一部負担をするというところの事業か

と思いますが、現在、町営住宅に空き部屋がある状況であると認識しておりますが、

この事業を検討する中で、借り上げた民間のアパートへの家賃補助ではなく、町が

所有する町営住宅の提供という町の住宅地資源を活用する方法も考えられたのでは
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ないかと思いますが、町営住宅の活用ではなく、民間アパートの借上補助という仕

組みにした理由について伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課長。 

○こども課長（奥津亮一） 

  それでは、ただいまの委員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  確かにこちらの事業を計上するに当たってでございますけれども、まず我々のほ

うで考えたのが、保育士の確保をどのようにしていくかというところをメインに考

えさせていただきました。そういった中で、現在、国のメニューにもございます、

保育士の宿舎借上支援事業というものがあったというところ。それについては、先

ほど委員もおっしゃられたとおり、法人が宿舎を借上げ、そこに対して我々で補助

をしていくという形になりますので、そういった制度、あと法人の側が宿舎をとい

う話の中で、町営住宅というところについては、検討等は特にはしていなかったと

いうのが現状でございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ４番、井上委員。 

○４番（井上慎司） 

  法人さんの意向も様々あるかと思いますが、町の持っている資源を使っていくと

いうところも検討段階では出てもよかったのではないのかなと、私のほうは思って

おります。今後こういう住宅支援、様々な形であるかと思いますが、町営住宅の有

効活用についても検討の中に入れていっていただきたいと思います。 

  自治体間の保育士確保競争、かなり激しいものだと思っております。現在多くの

自治体で保育士確保のための住宅支援制度、こちら広がっており、自治体間の人材

確保競争が起きております。 

  令和８年度に予定されているこちらの制度ですが、本町で行われる制度です。こ

れは支援額、利用条件、制度の使いやすさ、そういった面で、保育士から見て魅力

のある制度となっているのか。開成町を選んでいただける制度設計となっているの

か。近隣自治体との比較をどのように分析しているのかを伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課班長。 

○こども課こども支援班長（北原慎也） 

  こども課班長の北原です。ただいまの委員の説明、質問にお答えさせていただき

ます。 

  まず、基準額ですが、開成町、国が設定されている６万３，０００円を１２か月

で検討させていただいているというところでございます。 

  委員のおっしゃるとおり、神奈川県内でも横浜や川崎をはじめ、いろいろな自治

体で同じ補助金は設定されているというところではありますが、少なくともない状
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態よりも、ある状態のほうがというところで、魅力的にはなってくれているのかな

と思っています。 

  近隣で申し上げますと、小田原市とか、一部まだそれほど広まっていない補助と

いうところもございますので、これで相当の魅力が得られているのではないかと思

っておるところです。 

  以上になります。 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑はございませんか。 

  こども課長。 

○こども課長（奥津亮一） 

  すみません。ちょっと補足をさせていただきます。先ほど委員のほうでおっしゃ

られました、こちら宿舎借上げのところ、予算については保育対策総合支援事業補

助金６３５万４，０００円というところでございますが、そのうちこの宿舎借上げ

につきましては、金額的には１１３万４，０００円でございます。申し添えさせて

いただきます。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよです。款衛生費、ページ数は、７３ページ上段の部分でござい

ます。事業名といたしましては、予防接種事業費ということで、この事業概要の中

に令和８年度から開始される、母子免疫ＲＳウイルスワクチン接種の件について、

ここに入ってございます。私も一般質問させていただいたので、大変に待ち遠しく

思っておりました。これについて、先日の御説明では、１６０人を見込むという御

説明がありました。このことも踏まえまして、令和８年度からのこのワクチン接種

の定期接種化されるということの中で、その目的、効果について御説明を願います。 

○委員長（星野洋一） 

  保険健康課班長。 

○保険健康課健康づくり班長（露木和子） 

  ただいまの前田委員の質問に答えさせていただきます。保険健康課、露木と申し

ます。 

  ＲＳウイルスワクチン接種の定期接種化についてですけれども、このＲＳウイル

スは、乳幼児が初めて感染すると気管支炎や肺炎など重症化しやすいウイルスにな

っております。特に生後６か月未満の乳児においては注意が必要です。生後１歳ま

でに５０％以上、２歳までにほぼ１００％の乳幼児が一度は感染すると言われてい

るものです。これまでのところ、特定の治療薬はなく、感染対策と対症療法が中心

でした。このたび定期接種化されるワクチンは、妊婦さんに御接種いただくことで、

お母さんから赤ちゃんにＲＳウイルスに対する抗体を受け継がせる母子免疫を付与

することを目的としたものとなります。これにより、新生児や乳児期早期における
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ＲＳウイルス感染による下気道疾患の発症や重症化を予防することが期待されるも

のとなります。 

  以上となります。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  御説明詳細にありがとうございました。妊婦さんが対象というところでございま

して、この妊婦さんの時期ですね。接種対象となる時期、またその回数、費用、接

種を受けられる医療機関について、御答弁願います。 

○委員長（星野洋一） 

  保険健康課班長。 

○保険健康課健康づくり班長（露木和子） 

  保険健康課、露木です。ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

  接種対象者につきましては、接種日に開成町民であり、妊娠２８週から３６週の

間にある妊婦の方が対象となります。この期間での接種は、赤ちゃんに十分な抗体

を移行させるために重要な時期とされております。接種回数は、妊娠ごとに１回の

接種となります。仮に次のお子さんを御妊娠された場合も、再度接種の対象となり

ます。費用ですけれども、国の示すＡ類疾患として、自己負担なく無料で接種を受

けていただきます。これはＲＳウイルス感染症が、乳幼児期の健康に与える影響の

大きさを鑑み、予防の必要性が高いと判断されたためになっております。 

  あと医療機関なのですけれども、接種場所は主に足柄上医師会、小田原医師会と

契約している医療機関となっておりますが、妊婦さんの出産の状況を見ております

と、この医師会以外のところでの出産も多いです。秦野伊勢原医師会等での出産件

数も多いですので、そちらとの契約も進めて無料で受けられる体制を整えていると

ころではございます。 

  あと出産においては、県外で出産予定される妊婦さんも多いので、そちらの方に

関しましては、ちょっとお手数になりますが、償還払いの形で対応させていただい

て接種を受けていただく予定でございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよです。県外の方におかれましても、償還払いの対応を取ってい

ただくということで安心をいたしました。 

  最後の質問となります。実はＲＳウイルスワクチンのこのＲＳウイルス感染症と

いうのは、今、１５年前、２０１３年頃から特に年齢層の高い方にも集団感染がか

なりひどくて、医師会でもその辺の認識があるようでございます。 

  この今回のＲＳウイルスの母子免疫ワクチンのこの予算計上にかかりまして、例
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えば、ＲＳウイルス感染症の集団感染を防ぐために、高齢者向けにこのＲＳウイル

ス感染症に関するワクチン接種のような話題、また検討する、しないとかというよ

うな話が、庁舎内であったかなかったか。また今後その辺の想定についての御見解

があればお聞かせください。 

○委員長（星野洋一） 

  保険健康課班長。 

○保険健康課健康づくり班長（露木和子） 

  保険健康課、露木です。ただいまの質問に答えさせていただきます。 

  現段階で町では検討はしていないのが現状でございます。また、今後は国の動向

を見ながら検討を考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下純夫です。ページ数は７１ページの４款１項１目、これは食育推進

事業費で保険健康課になっているのですけど、もしかすると御答弁ほかの課とほか

と重ねていただく可能性もありますが、パッククッキング、防災上のことでパック

クッキング、被災時に行うものでありますが、これは私も初回のメンバーなので、

なかなかこういうことも言いにくいのですけど、お米は確かにあるのですが、無洗

米ではない限り、米は研いで排水しなければいけないのですね。 

  能登半島の地震のときも、マンホールが浮き上がって、下水が寸断されていると。

それがされていないという確認ができない限りは、排水はしてほしくないわけなの

で、パッククッキングも１つの候補ではあるのですが、フェーズ０の食品のフェー

ズ０の考え方の普及啓発にかじを切っていくべきではないかなと考えているのです

が、ここについての見解をいただければと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  どちらが答弁なされますか。地域防災課からでも結構ですけど。 

  保険健康課長。 

○保険健康課長（土井直美） 

  では、失礼いたしまして、今の質問にお答えいたします。確かに排水の関係等も

ございますので、無洗米を使うと、そういったことも今後検討してまいりたいと思

います。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  アルファ米が、個食のタイプに切り替わっていく中で、パッククッキングをした

場合に、ゆでるためのお湯を無駄なく使ってほしいわけなのですけども、場合によ

って、それを排水されてしまうリスクも高い中で、沸かしたお湯が全部そのアルフ
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ァ米の容器に入って、そこで吸収されて、中にスプーンも入っていますので、最終

的にその燃えないごみが出るだけで収まるアルファ米というものの活用のほうが瞬

時に迷いなくできるという意味では、あわせて、このパッククッキングとそれから

そうしたものの下水のリスクに伴う、他の代替の手段の啓発も一緒に行っていただ

きたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  保険健康課班長。 

○保険健康課健康づくり班長（露木和子） 

  ただいまの質問に答えさせていただきます。保険健康課、露木です。 

  パッククッキングなのですけれども、委員の御意見のとおり、アルファ米を使用

しながらというところも今後検討はしていきたいと思っております。 

  パッククッキングに関しては、災害時のところにもなりますけれども、平時にお

いても時短、節約、栄養管理といったところで、現代社会のニーズに応えるものに

もなっておりますので、そういった災害時のみならず、ふだんの生活の中にも取り

入れていただけるような形での周知としていきたいと思いますし、今後本格的にパ

ッククッキングを周知していくに当たっては、実際の災害を考えたときの無駄のな

い水に関してもそうですし、無駄のない体制で考えていければと思っております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑ございますか。 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  ６６ページ、一番上の事業になります。障がい者福祉推進事業費、その中の説明

欄、福祉タクシー利用助成というものがありまして、これは前年度、５３万１，０

００円だったものが、１７０万２，０００円と約１２０万円の増額となっておりま

す。こちらは趣旨説明の中で、町長もやはり力を入れていきたいというお話がござ

いました。 

  現在、福祉タクシーに限らず、普通タクシーも呼んでも来ないですとか、発着場

が町内にないというところからの声を受けまして、この事業を実施するに当たり、

そうした運転手問題に踏み込んだ動きを、併せて行われているのかどうか伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  ただいまの御質問にお答えいたします。福祉タクシー助成については、やり方を

変えて、より使いやすく、使われるような形に、このたび予算としては拡充したも

ので計上させていただいております。 

  今の御質問の運転手問題というものも、確かに輸送業界にあるように思っており

ます。 
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  私どもこの事業を変えるに当たりまして、タクシー事業者さんの状況とかも確認

は若干してございます。 

  金券方式で取り組んでいる自治体は多数ございまして、実は今までのように、我

が町のような、初乗り運賃券方式でやっているほうが少数ということが分かりまし

た。そういったことから、特段、事業者に与える影響は直接ないだろうという見込

みの中で、今回予算を計上させていただいております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番（清水友紀） 

  開成町も金券方式により、タクシーを気軽に呼べる利用者が増えていくだろうと

いう見込みを持っているというところから、やはりほかの足柄市町と同様に、金券

にすることによって、利用者が増える。それはタクシーの数が足りないというとこ

ろだと、やはり他の町にも影響した実施、この事業、予算増額していますけども、

影響してくるのですが、そこを併せて、広域でも考える必要があるとございますが、

予算計上にするに当たってのそちらのお考えを改めて伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  ただいまの御質問にお答えいたします。今回変えましたのは、初乗り運賃方式か

ら金券に変えたというところが大きなポイントなのですけれども、それによって、

１回で１枚しか今までの制度ですと使えなかったものが、１回で複数枚使えるとい

う状況になってございます。 

  初乗り運賃分だけですと、恐らく数千円、１回タクシーを利用されて数千円とい

う方では、なかなかその自己負担が多いので、指名されている方もいらっしゃった

のかなと思うのですが、回数そのものには若干影響あると思っているのですけど、

それよりも使いやすさ、１回で自己負担が少なくなるというところの影響のほうが

大きいと思っておりますので、さほどその運行形態にまでは影響はないと考えてご

ざいます。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

  ではこちらの障がい者福祉推進事業費や、その下の障がい者支援相談体制充実事

業費なども合わせて、それぞれ４０％以上増額されています。この大幅な予算増は、

ほかの福祉事業を縮小して捻出されたものなのか。例えば、福祉会館のデイサービ

スがなくなったことによるフォローなどという、そうした意味合いを含むのかどう

か、財源について伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  福祉介護課班長。 

○福祉介護課福祉班長（輿石佳那子） 
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  福祉介護課、輿石と申します。ただいまの御質問にお答えいたします。 

  今、財源についての御質問ですけれども、まず障がい者相談支援事業に関しまし

ては、足柄上郡１市５町で、広域で委託を相談支援事業所に行って実施をしている

ものになります。 

  こちらはそれぞれ市町に負担金がかかってくるわけですけれども、財源につきま

して、どこかで縮小されたものが当たっているというところではないのですけれど

も、利用者、相談件数の増というところで負担金が増となっている状況です。 

  以上となります。 

○委員長（星野洋一） 

  ５番、武井議員。 

○５番（武井正広） 

  ５番、武井です。７７ページになります。環境関係になるのですが、電動式生ご

み処理機購入補助が３０万円ということですが、これについて、この目的、それか

ら改めてこの補助の詳細について少し説明いただけますか。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課環境班長（尾川幸寛） 

  環境課の尾川です。お答え申し上げます。 

  今回電動生ごみ処理購入補助ということで計上させていただいておりますが、こ

ちらまず状況といたしましては、今、１市５町で、ごみ処理の広域化を進めている

というところの中で、各市町が燃えるごみについて一層の削減をしなければならな

いという状況がございます。その中で今回、我々といたしましては、この生ごみと

いうところを着目させていただきました。ここに至った経緯などを少し御説明させ

ていただきますと、令和３年度にごみの成分調査というものを行っておりまして、

その中で燃えるごみのうちの中で３６％が生ごみということで、一番高い比重を占

めているというところがございましたので、ここにポイントを絞ってごみの減量化

を図っていきたいというところが、今回これを対象として選んだ理由でございます。 

  内容といたしましては、補助率といたしましては、５分の４、８０％、補助上限

額は３万円ということで、また想定といたしましては、現時点では１０世帯を想定

して予算は計上させていただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ５番、武井委員。 

○５番（武井正広） 

  まず、調査したところ、生ごみが３６％と、それを減容化していきたいと、その

試みはとてもいいことですよね。 

  ただ、この生ごみ処理機の今の補助というのは、現状、神奈川県内で半分以上の

ところがやっている取組ではありますけれども、そういった意味では、「キエーロ」
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は以前あったとはいえ、もうちょっと前からやったらよかったのではないのかとい

う思いはありつつも、今現在８０％、それから３万円というのは、県内では比較的

上位の補助なのかなという認識はあります。 

  ただ、１０世帯、あまりにも目標が低いのではないでしょうか。非常に意義があ

ることだと思います。今もお話がありましたけども、開成町自体は、ごみ処理を町

内でできない町です。そういう意味で、やはりごみを減容化していくというのはこ

れから広域というのを目指していっても物すごく町として意義があることだと思い

ます。ですから丁寧に住民の皆さんにしっかり説明をしていけば、多くの方に御理

解いただいて、これは進んでいくのではないのかと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課環境班長（尾川幸寛） 

  環境課の尾川です。お答え申し上げます。 

  こちら今回１０世帯ということで想定をさせていただいておりますが、少し少な

いのではないかということですが、こちらの想定の世帯につきましては、基本的に

はほかの近隣の市町と想定見させていただいた中で、設定はさせていただいており

ますので、やってみて、好評で、不足するようなことがあれば、そこはまた随時増

やすような形で、補正予算等を通じて検討を進めていきたいと考えております。 

  また加えて申し上げますと、この生ごみ処理機を進めていきたいと考えているわ

けですが、我々としては、これはあくまでも１つの企画といいますか、スタートで

あると考えております。これだけでごみの減量化を図っていくというよりかは、そ

れ以外のごみの分別の徹底、ごみ類、紙類ですとか、プラスチック類、そういった

ものを含めて、分別も併せてやっていく中で、町民の方にお１人お１人このごみ問

題について自分のこととして考えていただいて、行動していただけるような形で周

知もしていきたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ５番、武井委員。 

○５番（武井正広） 

  この生ごみ処理機は、その１つだということですけれども、今の足柄西部環境組

合のところの焼却炉とかを見ていても、やはり水分が少なければ、それだけ燃える

わけですね。各家庭で分別はもちろんですけども、機械的には非常に簡単にできる

話で、自分がやはり貢献しているのだなということにもつながる施策だと思います

ので、ぜひ、補正予算がどんどん必要になるようなぐらい努力していただきたいな

と思います。 

  私もしっかりＰＲしていきたいと思いますし、頑張っていただきたいと思います

が、何かここでもう一言ございますでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 
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  環境課班長。 

○環境課環境班長（尾川幸寛） 

  環境課の尾川です。お答え申し上げます。 

  すみません。ありがとうございます。どの程度浸透できるかという部分はやって

みないと分からない部分もあるのですが、やる以上は、町民の方に一人一人、先ほ

どの繰り返しになりますがごみ問題について自分のこととして考えていただけるよ

うな、そのような形で周知をして、１人でも多くの方に利用していただけるような

形で周知は図っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下純夫です。ページ数が６９ページになります。３款２項２目家庭支

援事業費、産後ヘルパーの派遣に関する事業ですけども、これが４４９万円から３

６％程度に当たる１６５万円まで減と。昨年の９月から本年１月までの利用状況を

鑑みて、これだけの予算立てということでしたが、本町のこの制度は、ほかに比べ

ると非常に制度設計が優しくて、１回、自己負担ワンコイン５００円、それから条

件に合う人が自分が必要と思えば使えるということなのですが、手元でざっと計算

したところ、昨年約１２０名のお子さんの誕生があって、双子の方がいらっしゃっ

たとしても、１１０名以上の方が対象になると思われる事業で、１３という数字は、

いかにしても少ないかなと思いました。この辺り、この予算立ての趣旨をしっかり

と生かすためには、まだ周知の仕方に工夫の余地があるのではないかと思いますが、

その辺りと、その対象人数との関係絡めて御答弁いただけますでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課班長。 

○こども課こども家庭班長（鈴木美由紀） 

  こども課、鈴木です。お答えさせていただきます。 

  ただいまの家庭支援事業、いわゆる産後ヘルパー派遣事業になりますけれども、

こちら周知につきましては、ホームページはもとより、出生届時、各種健診時、あ

と新生児訪問時など、様々な場面で対面で周知をさせていただいておるところでご

ざいます。また当然のことながら、町で、ぜひこの家庭には使ってほしいというと

ころには積極的に周知をさせていただいております。 

  また、出生時以外にも、産前の８か月アンケートを送付する際にも周知をさせて

いただいているところでございます。 

  また、今回の計上ですけれども、今回は３０人、３００回分を計上させていただ

いております。議員おっしゃるとおり、制度設計が大変緩やかなところで、まだま

だ周知がというところでございますけれども、私たちもちょっとこちらふたを開け

てみて、伸び悩みのところのことですけれども、恐らく他人を家に入れて、育児、
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家事をお願いするといったところに、まだまだ抵抗感がある御家庭が多いのかなと

いうところがまず１つですね。それはもうこちら今現在、２月末の時点で５５回申

請者１４名の方が実際に利用されております。この方たちのアンケートを取ると、

大変好評な事業だということで、１回使えば、よさは分かっていただけるという事

業であると思っておりますので、来年度以降、こちらの方々の口コミですとか、そ

ういったところも含めて周知できればなと思っているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  御答弁いただいた内容、非常にしっかりと告知されているというところでしたが、

最後にあったように、やはり他人を入れるというところで、ここはぜひ利用者の声

というのを文字情報だけではなくて、実際の動画等々で、今、ＬＩＮＥやホームペ

ージを活用して伝えられると思いますので、伝えていただきたいなと思うのと。制

度設計非常に優しいと申し上げましたが、もう１点だけ、もしかしたら補助金の縛

りとかあるのかもしれないのですけど、期間が１歳の前日までとなっているのです

ね。１歳の前日と１歳の翌日と、どのぐらい手のかかり具合が違うかというと、変

わらないし、逆に伝え歩きするようになると余計危なかったりもしますので、この

辺りは制度設計上、もう少し緩やかにすることが可能なのかどうか、御答弁いただ

ければと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課班長。 

○こども課こども家庭班長（鈴木美由紀） 

  こども課、鈴木です。お答えします。 

  制度設計上は１歳の誕生日前という形にはなっておりますが、そもそもこの事業

が、国の実施要綱に基づいて行っているというところにございます。いわゆる家事

や育児に不安を抱える方というところになるのですけれども、もう一方では、虐待

のリスクを未然に防ぐというところにも重きを置いた事業になっております。まず

は産後、赤ちゃんが中心の生活となった御家庭に、これまで自分で行ってきた家事

などがうまく進まないで、不安や困難さを感じている家庭に対して重きを置いて、

サポートしていきたいということで一定程度、期限を設けさせていただいていると

いうところで１歳前という形で、今設定をさせていただいているというところでご

ざいます。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  やはりそういう補助金の縛り等があるのかなと思ったところなのですが、今年度、

今年度ではない、来年度、令和８年度から始められる近隣市では、１回の自己負担
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が１，５００円、それで条件に合う中で、客観的に行政が使っていいかどうか判断

するというプロセスが発生するのに比べると、非常に開成町制度設計、緩いという

か、優しい制度設計になっていますので、これはぜひ町外にもしっかりと発信をし

ていただいて、移住促進にも活用していただけたらなと思うのと。 

  もし今年度、昨年に比べて削減した予算を使い切ったら、補正を組んででも継続

の意向はありますでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課長。 

○こども課長（奥津亮一） 

  それではお答えをさせていただきます。まず町外に対する周知というところにつ

いてですけれども、先ほど班長のほうで申し上げましたとおり、町内の方にもなり

ますけれども、様々な場面で周知を行っている。ホームページにも掲載をさせてい

ただいた中で、開成町こういう事業を行っているというところはＰＲをさせていた

だいていると認識をしております。 

  また、もう１つの御質問でありました、予算が枯渇した場合のその後の対応とい

うところでございますけれども、我々としましては、それがどういう状態、言い方

を変えますと、どのくらい早く枯渇するのか。というところも周知、その辺り制度

が浸透してきた。そういったところも鑑みながら、必要に応じては補正予算を計上

させていただくですとか、そういったところ、あと庁内でも、この事業の継続性そ

ういったところを検討した中で補正予算ですとか、そういった対応をしていけたら

と考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  １番、清水です。６８ページの子育て世帯支援事業費、ここの新規設定ですね。

出生祝金について８２５万円が計上されています。こちら新たに８２５万円を計上

するに当たり、その根拠となる背景、どのように算定されているのか伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課班長。 

○こども課こども支援班長（北原慎也） 

  こども班長の北原です。ただいまの御質問に回答させていただきたいと思います。 

  積算根拠としましては、対象児童を１４０名うち第３子以降の方を２５名という

ところで計上をさせていただいております。この対象人数については、妊婦のため

の支援給付金で計上している人数とし、第３子以降を２割程度として計上したとこ

ろでございます。 

  以上になります。 

○委員長（星野洋一） 
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  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  こちらの出生祝金に関しましては、趣旨説明の中でも次世代を担う子どもの誕生

を祝い、健全な育成を支援するためとあります。 

  一緒にこの出生祝金と見たときに、敬老祝金という既にあるものをちょっと思い

浮かべました。そちらに関しましては、お花と一緒に渡したりというものがありま

して、これをどう渡すのかというのが、どのように実施されていくのかという疑問

が浮かびました。 

  やはりそうした健全な育成を支援するためという支援の仕方がお金なのかという

ところの考えもございます。これはまず課をまたいで、横断的に検討して、お金に

なったのか。品物と一緒に渡されるのかなど、そのような、ここに至る案の経緯に

ついてお伺いいたします。 

○委員長（星野洋一） 

  こども課班長。 

○こども課こども支援班長（北原慎也） 

  それではただいまの御質問にお答えをさせていただきます。まず令和８年度当初

予算におきまして出生祝金、こちらを計上させていただいたというところについて

ですけれども、まず先ほど委員がおっしゃられた敬老祝金とは全く別でもございま

すし、それがあるからというところで計上したわけではございません。 

  午前中、予算趣旨説明の中で、町長も申し上げたとおり、町としてお子さんの出

生をお祝いするというところ、これをひいては、物すごく広く言っていくと、開成

町の独自の制度という形になりますので、開成町をＰＲするとともに、最終的には

移住ですとか、定住ですとか、そういったところにもつながっていけたらというと

ころもございまして、今回こちらの出生祝金というのを計上させていただきました。 

  また、金額についてですけれども、第１子、第２子、５万円で、第３子以降１０

万円という形になりますが、こちらは、手続した出生届で来庁されたときですとか、

あとはそういった場面場面で申請書類を御提出をいただきまして、口座に現金を振

込みするという形で今現在考えておるところです。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  ではこの５万円、１０万円という金額を設定するに当たり、渡し方は振込である

ということを今示されました。 

  そちらについて、敬老祝金の話を出したのは、それがやはりただの振込というよ

り、気持ちであれば、そこにお花を渡してというところが、例がありましたので、

今質問させていただいたのですけれども、こちらはもう振込のみということでよろ

しいでしょうか。 
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○委員長（星野洋一） 

  こども課班長。 

○こども課こども支援班長（北原慎也） 

  お答えをさせていただきます。そうですね。敬老祝金と比べてしまうと大変申し

訳ないところはございますけれども、現時点ではお振込のみということで考えてご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  ただいまの御質問の中で、敬老祝金の件、比較対象として御質問がありましたの

で、若干説明をさせていただければと思います。 

  敬老祝金につきましては、１００歳と８８歳の方を対象に、こちらもお振込とい

う形でやってございます。今、お話の出ている花束というのは、町内で最高年齢の

方にだけにお渡ししているものでございますので、決して全員にお渡ししているも

のでないということで御理解いただければと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  ちょっと私からも一部補足させていただければと思います。この制度設計におい

ては、担当のこども課でいろいろ考えて決めていただいたところが、たたき台とし

て、あるのですけれども、その前段階として、その他の課とも、いろいろな情報交

換とか、あとどのようなもの、近隣ですとカタログギフトとか、あとはやはり林業

をやっているところは、木工製品、おもちゃの類であるとか、いろいろと検討はし

ました。結果的に現金とさせていただいたのには、それぞれ担当した人々の考え、

思いはあったと思うのですけども、私の認識としては、１つはやはり事務負担を極

力少なくしたいという思いも一部にありました。あとは私の多分個人的な考えを聞

き入れてもらったのかなとも思っているのですけども、今回物価高騰の７，０００

円もそうなのですが、現金のほうが、それぞれ皆さん、お祝いなのですけども、最

終的に使うときの使い勝手等を考えれば、そちらがいいのではないのかということ

で結論つきまして、このような形で考えておるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ３番、石田委員。 

○３番（石田史行） 

  ３番、石田史行でございます。ページ数は６１ページになります。民生費の上か

ら４段落目の地域見守り推進事業費４１２万９，０００円ということで、前年度比

若干増となっておりますけども、この地域見守り推進事業費のこの緊急通報装置で
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すね。これを貸与する事業の意義と、今回増となった要因について、御説明をいた

だきたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  福祉介護課班長。 

○福祉介護課福祉班長（輿石佳那子） 

  福祉介護課の輿石です。ただいまの御質問にお答えいたします。 

  こちら地域見守り推進事業費は、緊急通報装置を利用者に貸与しまして、利用者

からの通報などへの対応を警備会社に委託するものになります。 

  こちら予算増額の要因ですけれども、見込み世帯数の増によるものとなります。 

  令和７年度現状で、７１世帯のおたくに緊急通報装置を貸与しておりますけれど

も、令和８年度の見込みとしては、８０世帯を想定しておりますので、その分の増

額となります。 

  以上となります。 

○委員長（星野洋一） 

  ３番、石田委員。 

○３番（石田史行） 

  分かりました。世帯数が増えるという見込みだということで、大変これ、この事

業私、度々予算決算の質疑で取り上げさせていただいておりますけれども、非常に

重要な高齢者の見守りの１つだと思っております。 

  確認なのですけども、貸与条件というものがあると思うのですけども、これにつ

きまして御説明をいただきたいと思います。 

  というのは、私、度々申し上げていますけども、いわゆる日中独居、お子さんと

暮らしていても、日中はお１人になってしまうというような世帯の方にも、ぜひ貸

与してあげてほしいということを度々お願いしておりましたが、その辺りの貸与条

件については、どうなって今おりますでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  福祉介護課班長。 

○福祉介護課福祉班長（輿石佳那子） 

  福祉介護課の輿石です。ただいまの御質問にお答えいたします。まず対象の世帯

についてですけれども、６５歳以上の高齢者の方で、お独り暮らしの方、続いて６

５歳以上の高齢者のみの世帯の方、そして身体障害者手帳の交付を受けていられて、

かつ独り暮らしの方となっております。 

  今、日中独居ということなのですけれども、こちらの緊急通報装置の制度につき

まして、対象の方の見直しというところにつきましては、日中独居というお話もあ

りましたけれども、こちらも含めまして、例えばですけれども、所得の要件ですと

か、そういったところを全体的に含めて、近隣の状況なども確認しながら見直しを

行っていくべき事業かと考えております。 

  ８年度につきましては、日中独居の方は対象ではないというお答えになります。 
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  以上となります。 

○委員長（星野洋一） 

  ３番、石田委員。 

○３番（石田史行） 

  何か見直しをかけていく、日中独居の方も対象に含めていくことも、今後の今の

班長の答弁だと、今後の検討課題という感じでしょうかね。取りあえず令和８年度

は対象になっていないということでしたけども。その辺もう一度御説明いただきた

いと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  ただいまの御質問にお答えいたします。まず日中独居の方が、令和８年度予算で

は対象でないというのは事実としてございます。この制度を、対象者をどうするか

ということと併せて、制度の交付、普及を浅く広く対象者を捉えながら普及してい

くのか。それとも今までのように一人一人をしっかり深くフォローしていくのかと

いうところの方向性をしっかり決めていくということが課題の１つとしてあると思

っております。 

  近隣と比べますと、同様な事業、近隣の市町でもやってございますが、まず事実

として、本町の利用者は非常に多いという事実があります。 

  ただ、今後ますます高齢化が進んでいくに当たって、先ほど申し上げたような課

題をしっかりと確認しながら、この制度をどうするかということは考えてまいりた

いなと思っています。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  ７６ページ、一番下の事業になります。ごみ減量化資源化推進事業費５，８５０

万円です。こちらにつきましては、次のページの７７ページの一番上にあります。

グリーンリサイクルセンターの周辺、敷地等公有財産購入費の８９４万１，０００

円が増額されているというところで、事業費全体では３０％近い増額になっていま

す。 

  公有財産購入に伴い、前年度の賃借料１９６万円というのがなくなっているとこ

ろこれだけの増額となっています。 

  この敷地に関しましては、かなり広い敷地ですけども、この８９４万円で全敷地

を購入されたのか。また部分的なのか、特にこの敷地の前にある橋について、一緒

に購入されている金額なのか、まず伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 
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○環境課環境班長（尾川幸寛） 

  環境課の尾川です。お答え申し上げます。 

  こちらのグリーンリサイクルセンター周辺敷地等公有財産購入費でございますが、

こちらにつきましては、場所はグリーンサービスセンター隣の敷地ということで、

約大きさ、面積といたしましては１万３３０平米ということで、そこに附帯してい

る橋等がございますので、そこも含めて、公有財産の購入となっております。 

  こちらにつきましては、令和７年７月の随時会議におきまして、土地開発公社に

土地の取得及び関連事業を依頼させていただいておりまして、それがこの３月で事

業が終了する見込みであるということで、こちらの予算につきましては、町から公

社に対して当該事業に要した費用、経費を支出すると。それにかかる８年度分の予

算を計上させていただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  １万３３０平米で、橋も含めてというところです。こちらかなり広い土地ですけ

ども、以前の御説明では、今後土地利用を図っていくという御説明がございました。 

  今現在、足柄上地区ごみ処理広域化の動向がありましたり、町が脱炭素に力を入

れているということがございます。この購入した土地の利用の、今これだけの８９

４万円予算投入したところの利用の進捗状況ですね。今後の土地利用見込みについ

て伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課環境班長（尾川幸寛） 

  環境課の尾川です。お答え申し上げます。 

  こちらの敷地でございますが、購入後の目的といたしましては、あくまでも公社

を通じた取得ですので、公共用地の先行取得ということで、具体的には製品プラス

チックのリサイクル事業ということで、こちらは昨年の５月２３日に民間事業者と

連携協定を締結させていただいておりまして、基本的には、今後製品プラスチック

のリサイクルというものをこちらの用地でしていくと考えております。 

  土地を活用していくというところで、必要な土地の取得を、それから環境整備を

今年度中に行ったということでございまして、一応今後具体的な予定につきまして

は、民間事業者と調整という形になると思いますが、令和８年度は工事の設計業務

に入っていくとは伺っております。 

  最終的には、この製品プラスチックリサイクルというものが、今、１市５町のご

みの広域化を行っておりますが、このところで国の交付金を受ける予定ですが、あ

るいは製品プラスチックのリサイクルすることが交付条件となっておりますので、

遅くとも令和１２年度までにはその事業を開始していくというところで考えている
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ところでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  では、今は初期投資のような形で、まずは土地の購入で８９４万円となったとこ

ろです。リサイクルについて進んでいく。令和１２年度ぐらいまでと示されました

が、ではこの橋などは、リサイクルのためのトラックが入ったりすると、やはり補

修が必要になるのかなというところで、今後の現在はこちらの金額ですけれども、

こちらについては、今後補正などで動いていくという見通しがありますでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課環境班長（尾川幸寛） 

  環境課の尾川です。お答え申し上げます。 

  今、先ほど少し申し上げましたが、土地の取得と併せまして、環境整備事業とい

うことで、今、新しい道路といいますか、橋を建設しております。こちらにつきま

しては、そこの敷地を使って、今後事業をやっていくのですが、そこの道路のとこ

ろと接しているところ、６メートル以上ないとその敷地内に１，０００平米の建物

を建てられないというところがございますので、まずはそこのところをやっていく

ということで、橋につきましては、基本的に新設のところを使ってやるということ

ですので、恐らく今おっしゃっているのは、今ある３．５メートルの橋だと思うの

です。そこは基本的には、グリーンリサイクルセンターとかで使えて、こちらの新

たな製品プラスチックリサイクルにつきましては、新しく造る橋を使うということ

を今考えております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ２番、吉田委員。 

○２番（吉田敏郎） 

  ２番、吉田です。ページ数は９１ページ、８款１項５目の中の災害対策推進事業

費１，４２８万７，０００円についてお伺いいたします。こちらで工事請負費の７

２４万円、こちらの整備するということですけれど、その中に消防団の訓練ができ

る整備をということでありますけれども、まずその消防団の訓練ができる整備、そ

の辺ちょっと詳細にお願いします。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課防災安全班長（平野哲史） 

  地域防災課、平野です。ただいまの質問にお答えいたします。 

  昨年の第１期工事から、第２期工事としましては、この工事の内容を御説明させ
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ていただきます。今年度につきましては、消防団の操法の練習ができるようにとい

ったところで工事を予定をしております。 

  あとは災害時には、コンテナハウスを置けるように、そのコンテナハウスの下の

部分にもアスファルトを引かせていただくということを想定しての計上になってお

ります。 

○委員長（星野洋一） 

  ２番、吉田委員。 

○２番（吉田敏郎） 

  そちらのことは承知はしているつもりなのですけど。いや、今、私が言った消防

団の訓練ができる整備というのは、例えば、操法をするときのそれの整備、大体操

法する場合には、幅４メートルから長さ６６メートルぐらいの長さが必要なのです

けれども、そういった正式なあれは別にして、やはり消防団の中で、そういう訓練

のできる場所が、昔から声が上がっているということもあり、いろいろ町もそうい

う対応をして、あちこち探していったりしながら訓練をしている状態であります。 

  私は、消防団の訓練ができる整備をというのであって、あえてそういう質問させ

てもらったのですけども、そういうことの中の整備というものは入っていないとい

うことなのですか。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課防災安全班長（平野哲史） 

  地域防災課、平野です。先ほどの説明で不足しておりました。今、おっしゃられ

るように、今までは操法の練習を、金井島の事業所を借りて行っておりました。こ

れは、松ノ木河原多目的広場でできるように、操法の練習ができるようにといった

ことで、想定をした形状になっております。おおむね８００平米ほどのアスファル

トを布設させていただくものを考えております。 

○委員長（星野洋一） 

  ２番、吉田委員。 

○２番（吉田敏郎） 

  それでは、すみません。そういう操法もできる、しっかりとしたそういう設備が

今度はやっとできるということで理解してよろしいですね。 

  そうすれば、近隣の市町の消防団の訓練にも、そういう場合に、今まで開成町の

いろいろなところを借りながらやっているところもありますので、そういったとこ

ろにも、そういうところを提供できるということで分かりました。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  関連で、９１ページの災害対策推進事業費、今の松ノ木河原の公園を防災公園と

して整備していくというところで７２４万円計上されています。こちらは防災公園
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というところで、日頃は公園で、非常時については、防災避難所機能を持つ広場と

いうところが多機能であり、多目的であるという意義があると思っています。費用

対効果を考えたときに、こちらをやはり締切、今、門があって閉まっていますけれ

ども、やはりこの周りが子どもの多い地域になりますけども、やはり身近で、そう

いう環境があるというのは、防災意識も高まってよいと思っています。 

  そちらの費用対効果を考えたときに、あの門を開放することについて、御検討が

されたのか、なかったのか伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それではお答えしたいと思います。この予算項目は防災公園というような形の表

記にはなっているのですけれども、イメージとしては、防災広場というような形の

中で考えております。今年度マンホールトイレを５基設置するのと、仮設電源とい

うのをここで工事が完了しました。第２期工事ということで、平時でも活用できる

ような形で今、担当の平野がお答えさせていただきましたが、基本的には、防災倉

庫、バスの車庫等々がありますので、一般的な開放でいうと、隣接する松ノ木河原

の第１公園で遊具もありますので、活用を願いたい。あくまでこちらの松ノ木河原

多目的広場につきましては、活用は平時でも活用します。清水委員も御認識あると

おり、防災講座ですとか、親子防災デイキャンプ、そういったところでも、あそこ

の場所を使って、活用しているということですけれども、フェンスの撤去というの

は、現時点では考えていないというのが現状でございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下純夫です。ページ数が７３ページ、４款１項２目一体的保険事業費

の１７節備品購入費について、体組成計の購入費として１３万１，０００円という

ことで計上されておりますが、フレイルチェックで使う体組成計の入替えのための

費用だと思います。上位機種になりまして、１台当たり４万円程度はするような機

種だったかと、一度触らせてもらったとき思ったのですが、今のフレイルサポータ

ーの方々からいって、旧来のものと新型と混在すると、絶対トラブルが発生すると

いうか、パニックになると思いますが、これはこの予算で全部入替えが可能な予算

立てになっていますでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  ただいまの御質問にお答えいたします。結論といたしましては、予定しているも

のが全て令和８年度にこれで更新されて、新しいものにそろえるという予定で考え
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てございます。 

  今年度も、サポーター様からそれぞれの御要望がございましたので、既存の予算

の中で工夫して、数台ほど新しいものに更新をさせていただいて、残りの２台を令

和８年度で措置するという形で考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  機種の混在がないということで安心をいたしました。 

  これに関連して、滑舌のパタカの測定器も変わるというような話も聞いておりま

したけど、これは令和８年度中に実行されるのか。さらに高価で５万円弱するはず

なのですけれども、この辺りの見通しについても御見解いただければと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  ただいまの御質問にお答えいたします。予算措置といたしましては、令和８年度

はしてございませんので、御要望をまたサポーターさんの御意見聞きながら、対応

を検討してまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよでございます。ページ数９０ページ、８款消防費、下段の事業

としては、地域防災力強化事業の中の事業概要の一番下の部分ですね。町長の趣旨

説明のときにもお話が出ました。非常用持ち出し袋につきまして質問をいたします。 

  説明の中に非常用持ち出し袋購入費補助金ということで、９０万円が入ってござ

います。この辺の概要について御説明願います。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課防災安全班長（平野哲史） 

  地域防災課の平野です。ただいまの質問にお答えします。 

  目的としましては、非常用持ち出し袋の普及を促進し、災害時の避難所及び自宅

における自助共助を図るために購入補助を行うものになっております。 

  概要としまして、市販の未使用の持ち出し袋の購入価格の２分の１を補助するも

のになっておりまして、上限額は３，０００円を設定しております。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 
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  ６番、前田でございます。この非常用持ち出し袋を町民の方に各家庭へ１つずつ

とかというようなイメージもあろうかと思いますけれども、この辺の啓発、促進に

つきましては、どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課防災安全班長（平野哲史） 

  地域防災課、平野です。ただいま質問にお答えいたします。 

  啓発としましては、町の広報、ホームページを中心に行ってまいります。また、

防災部長を通しまして、各地域に御案内をさせていただくことを考えております。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよです。かなりイメージとしましては、非常用の持ち出し袋をも

う既におありになる町民もいるのかなと思うところでございますし、また、非常用

の持ち出し袋の中身についても、購入時によく何を入れたらいいのだろうかという

ことも直接御相談を受けるところもございます。ですので、この非常用持ち出し袋

の補助をすると、その単発的なことではなくて、この補助をするという、この事業

を通して、非常のときにはどのようなものが必要なのかというのもしっかり寄り添

った形でこの事業展開をしていただきたいと思うところでございます。その辺もう

一重お答え願います。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課防災安全班長（平野哲史） 

  地域防災課、平野です。質問にお答えします。 

  先ほど御説明の中で補足させていただきたい点がございます。まず必須事項とし

ましては市販の未使用品のセット品、セット品ということで、セット品の中に６項

目のうち３項目以上含まれていることを対象に補助を検討しております。６項目と

しましては、トイレ類、情報収集類、照明類、あと保存食料類、体温保護、防水用

品ですね。あと衛生救急用品類ということで、災害時にやはりトイレであったり、

そのほか、お水等々も必要になってまいりますので、そういったものがもともと市

販品の中にセットになっております。ただ、セット品も様々な種類のものがありま

すので、６項目の選択項目を設定させていただきまして、その中でもちゃんと３つ

以上の項目入っているものを対象とさせていただくようにしていきます。 

  まず先ほど委員が質問されたように、ただ袋だけの購入に対する補助ではなく、

自助共助の、自助の強化ということで、それ以外のちゃんと中身も含まれているも

のを対象に補助をかけていきたいと思っております。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 
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○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよでございます。先ほど班長から説明の不足ということでお答え

願ったので、４回目の質問をあえてさせていただきます。 

  今、中身のお話もいただいて、安堵したところでございますが、ただ、今後それ

も含めてこの先のローリングストックというような、防災袋の中身をしっかりロー

リングするというようなくせづけもしっかりと推進された中で、この事業展開をさ

れることをお願いしたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それではお答えしたいと思います。ローリングストックにつきましても、町の防

災ガイドも含めて、普及啓発については、防災に関する講座等も含めた中で啓発し

ているところでございます。 

  今度新しく創設する非常用持ち出し袋、今、班長が言いましたけれども、まず必

須項目として、リュック型とか、バック型という、いわゆる持ち出し袋、それはま

ず購入してください。その中のセット品として、今言った、例えば防災ラジオに関

する情報収集類、懐中電灯等の照明類、また保存食料、水、また体温保護というよ

うな形で雨具ですとか、マスク、消毒液、それとか携帯トイレ、そういったような

全部で５品目かな、選択項目でいうと５品目のうち３品目以上そろったものを必須

項目である持ち出し袋とセットのものを購入していただいた方に対して、上限３，

０００円の補助をさせていただくということですので、あくまで袋だけではありま

せんので、災害発生時にすぐ持ち出すものの必要な項目を洗い出した中で、そのう

ち３項目をセットにして購入していただくということで御理解いただければと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ４番、井上委員。 

○４番（井上慎司） 

  ４番、井上慎司です。この事業は、単なる購入補助にとどまらず、災害時に備え

る自助の意識を高めていく取組としても非常に重要だと考えています。 

  この補助事業をきっかけとして、家庭での備蓄や避難行動の確認などの家庭防災

力の向上、あるいは防災訓練との連動など、町としてどのような啓発を併せて行っ

ていく予定なのか。そういったものがあればお示しいただきたいです。この補助事

業がありますよということを周知させるのではなく、この補助事業から発展的な何

かがあるのであれば、お示しください。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 
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  お答えしたいと思います。あくまでまずは自助の取組という形ですので、今、御

提案がありました防災訓練等々についても、行く行くはそういったような連携とい

うのも考えていきたいと思います。 

  予算額としては９０万円、上限額が３，０００円ですので、まずは３００人の方

という形で、非常用の持ち出し袋はあるけれども、必要なものをまだ備えていない

という方もまだいらっしゃると思います。そういう部分ではこういった機会で、災

害発生後すぐに余裕がないときでも必要なものをすぐ持ち出せるという意味では、

非常用持ち出し袋、非常に大変重要な取組だと思いますので、まずは多くの方にこ

の補助事業を活用していただいて、備えていただくということをまず注力してやっ

ていければと考えているところでございます。 

○委員長（星野洋一） 

  ４番、井上委員。 

○４番（井上慎司） 

  まずはこの事業を周知させていくぞというところに注力した上で、今後は何らか

の発展の可能性もあるというところで認識させていただきました。 

  予算額９０万円、上限額３，０００円で、３００名の方にというところなのです

が、実際自転車のヘルメットの補助事業も大変人気の事業で、上限額早くに達成し

てしまったということもありました。 

  この事業を進めていく中で、全世帯にこの持ち出し袋が配備されるというのは、

町の防災力向上に非常に寄与するものだと思っているのですが、早くのうちに上限

額達成してしまった場合、何らかの措置は取られるようなお考えはお持ちでしょう

か。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それではお答えしたいと思います。今、自転車のヘルメットの申請という話があ

りました。今年度は３年目ということで今１５０名弱ぐらいの申請だったのですけ

れども、昨年が３３０名ほどの申請がありました。その昨年の申請の３３０名ほど

という形の中で、１つの数字として今回３００名という形で当初予算計上させても

らっています。もちろんこれを上回るような補助実績を出したいと思っていますの

で、その際には断言はできませんけれども、補正予算等で対応できればと考えてい

るところでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １０番、山下委員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下純夫です。制度設計について、もう少し詳しくお聞きしたいのです

が、先ほどから３００名というカウントの仕方が出ていますが、１軒の家で３人分
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の申請をするというケースは認められるかどうか、御答弁をお願いします。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課防災安全班長（平野哲史） 

  地域防災課、平野です。ただいまの質問にお答えします。今、御質問がありまし

たとおり、１家族という中では、１人の方もいれば、５人の方もいらっしゃいます。

なので、なので５人の世帯で５人の方が買われたものにつきましては、５人まで対

応が可能ということで設定をしております。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ９番、佐々木昇です。３６ページ、２０款４項１目４節、細節１５小水力発電設

備売電料、あと歳出で、７５ページ、ゼロカーボンシティ創成事業費この辺も一緒

に質問させていただきたいと思いますけれども、売電量増額を予定されております

けれども、この辺の要因をお聞きしたいのと、この売電量の目標額みたいのという

のはあるのか、その辺もお聞きさせてください。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課ゼロカーボンシティ推進班長（市川幸依） 

  環境課、市川です。委員の質問に回答させていただきます。 

  まず小水力の売電料が増えているという理由なのですけれども、令和６年度から

７年度にかけまして、文命用水の工事で断水の期間がございました。断水の期間に

ついては、発電の水車が止まってしまうので、その分については、売電なしという

形になっております。 

  令和８年度につきましては、年間通水ということで予定をしておりますので、こ

れについては増額という形になっております。 

  先ほど目標額ということでありましたが、目標額年間幾らという形では特に定め

てはいないのですけれども、例年ですと、月ごとに大体２万円ほど売電していると

いうような実績がございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ありがとうございます。この小水力発電の活用ですけれども、ここの辺も度々質

問させていただいています。 

  この小水力発電の活用の状況、今の状況どのように評価されているのか。私的に

は疑問が残るような活用かなと、もう少し有効活用、その辺を考えていったほうが

いいのかなと思うのですけども、令和８年度、この辺について町、何か考えがある
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ようでしたらお伺いしたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課ゼロカーボンシティ推進班長（市川幸依） 

  環境課、市川です。ただいまの質問に回答させていただきます。 

  小水力施設については、まず当初町民に向けての環境啓発ということで設置され

た施設になってございます。 

  こちらについては、設置場所があじさい公園横の水路という形になっております

ので、あじさいまつりでお客様がいっぱい来られるときに、まず見ていただくとい

うところがメインの仕組みになってございます。 

  あとは年間数件、ほかの自治体さんですとか、あとはそういう水車の設置をやっ

ておられる業者さんであるとか、団体さんからの視察を受け入れているような状態

になっています。 

  近年は庁舎がＺＥＢになったというところで、環境啓発の軸は若干ＺＥＢに寄っ

てきているというところは実際ございますけれども、引き続きお祭りのときに見て

いただくというところと視察の受入れというのは実施していきたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  同じ事業なので関連として質問させていただきます。７５ページのゼロカーボン

シティ創成事業補助金について、説明欄では１億４０１万円となっていますが、太

陽光パネルを開成南小学校と文命中学校に整備するということです。 

  こちらの電気は、どのように使われるのか。災害時などを含めてお示しいただき

たいのと、金額について１校当たり幾らとして計上されているのか伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課ゼロカーボンシティ推進班長（市川幸依） 

  環境課、市川です。ただいまの質問に回答させていただきます。 

  まず、小学校と中学校、今回２校に太陽光パネルの方を設置させていただくので

すけれども、そちらに対するＰＰＡ事業者への補助金額としては３，７００万円を

２校分で見込んでいるところになります。こちらまずＰＰＡ事業になってございま

すので、公共施設に事業者さんが太陽光パネル設置をいたしまして、町はそのＰＰ

Ａの契約に応じて使用した分の電気を買い取る。余剰分については、ＰＰＡ事業者

の持分ということになりますので、ＰＰＡの事業者がその余剰電力については活用

していくというような作りになっております。 

  災害時の話で申し上げますと、両校ともに、災害時に使えるような非常用コンセ
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ントのパネルを設けさせていただきまして、そこから延長コードなどで建物の中に

電気を引っ張って使えるように設けております。 

  電気、どれぐらい使えるかと申しますと、南小につける太陽光パネル１００ｋＷ

予定をしておりまして、こちらについてはスマートフォンの充電でお話しさせてい

ただくと、おおむね１４８台から２００台分の充電が可能です。 

  文命中学校については５０ｋＷ搭載予定になっておりまして、こちらについては

スマートフォンで言うと７４台から１００台分程度充電ができるようになっていま

す。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  ちょっと今の御説明で分かりにくかったのですけども、小学校、公共施設に設置

するというところで、やはりその電気を、その公共施設でまずは使用するというこ

とでよろしかったでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課ゼロカーボンシティ推進班長（市川幸依） 

  環境課、市川です。 

  委員のおっしゃるとおり、まず施設につけた太陽光パネルでつくった電気につい

ては、その施設で消費をするというのが一番になります。余った分を、ＰＰＡの事

業者に帰属という形になりますので、まず優先的にその施設で消費するという考え

方です。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  太陽光パネルに関しましては、破棄方法などが報道でも問題になったりしている

事例がございます。なので、こちらどのような契約になるのか。契約期間中の撤去

や修繕が生じた場合、一時的に行政側の財政負担が発生しないかを懸念した上で、

そちら途中の修繕ですとか、破棄の方法についても、しっかりと契約でされている

のか、どのような形でされているのか、伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課ゼロカーボンシティ推進班長（市川幸依） 

  環境課、市川です。ただいまの質問に回答させていただきます。 

  まず、設置する太陽光パネルについては、事業者の持ち物という形になりますの

で、契約期間中に、例えば壊れてしまったとか、というときの修繕については、Ｐ
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ＰＡ事業者の負担という形になってございます。 

  また契約が終了したときには、撤去をするということが条件にはなっております

ので、撤去費を見込んだ形でＰＰＡ費用が算定されております。 

  また契約終了時に、町に無償譲渡するというのも、妨げてはいないので、こちら

については契約期間の後ろになってきたときに、双方の協議という形になろうかと

思います。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  確認、質問があったのですみません。契約、学校ですので、どのように使われて

いるのか。今、子どもたちにとっては、自分がいる建物の上に設置された太陽光パ

ネルの電気がどう使われているのかを分かりやすい形で透明化して、環境教育にも

貢献するように投資金額の効果を少しでも上げていくという、そのような取組もこ

の事業の考えに含まれるのでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課ゼロカーボンシティ推進班長（市川幸依） 

  環境課、市川です。ただいまの質問の方に回答させていただきます。 

  今回つけるパネルについては、子どもたちが見られるような、そういうリアルタ

イムで発電量とか把握するようなモニターというのは特に予定はしていないのです

けれども、一応つけた事業者と協力して、環境講座をやるですとか、そういうとこ

ろについては、教育委員会と調整して進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  皆様、お伺いいたします。 

  質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  お諮りいたします。議事の都合上、本日の会議を延長することにございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○委員長（星野洋一） 

  御異議なしと認め、本日の会議を延長いたします。 

  それでは、質疑を再開いたします。質疑をどうぞ。 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  ７６ページの自然環境保全事業費です。こちらの中の説明欄にございます、ペー

ジ一番上の事業になりますけども、その説明欄にあります、足柄上地区地下水モニ

タリング実施事業負担金というものが、前年度１２９万９，０００円から、令和８

年度は５０２万７，０００円と約４倍の増となってございますが、これは負担金と
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いうことで、周辺市町でも同様に増額されているのか、開成町独自の事情があるの

か、こちらについて御説明お願いします。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課環境班長（尾川幸寛） 

  環境課の尾川です。お答え申し上げます。 

  こちらの事業でございますが、歳入のところにも関わってくるのですけども、歳

入のところで申し上げますと、県支出金の県補助金、水源環境保全・再生市町村補

助金でございまして、こちらのところでかながわ水資源保全・再生施策大綱等に合

わせまして県の方で計画を策定しているということで、例年こちらのほうで、足柄

上地区のところで地下水のモニタリング調査を行っておりますが、来年度予算が増

えている要因といたしましては、通常行っている予算といたしましては、地下水モ

ニタリング調査、揚水量アンケート調査は、例年どおりやっているのですけども、

最後に解析等調査ということで三次元流動調査解析、これは５年に一度実施をして

いるということで、ここの部分が今回の予算でいうと増額となっている要因でござ

います。これはほかの市町も同様に予算が増えているという状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  ではより詳しく、令和８年度は分析調査されるということです。 

  このモニタリングの結果、基準値超過が見つかった場合、どのような対策を実施

するのか。またその検査結果、情報共有はホームページに掲載、細かく掲載されて

いますが、その掲載以外にどこか情報共有をされているところがあるのか伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課班長。 

○環境課環境班長（尾川幸寛） 

  環境課の尾川です。お答え申し上げます。 

  こちらの結果については、公表はされておりませんで、基本的には調査のところ

で水質分析調査ということで地下水を採取しまして、ナトリウムイオンですとか、

カリウムイオン、マグネシウムイオンとかの９項目について調査を行っているとい

うことですので、基本的にその結果につきましては、各市町に送られてきますが、

今のところ何か問題というか、地下水の状況として、何か問題があるということは

出ておりません。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  町長。 

○町長（山神 裕） 
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  すみません。少し補足させてください。こちらの事業でいいますと、いわゆる基

準があるとかないとか、そういうことではなくて、今現状、１市５町足柄上の県西

部におきましての地下水での状況の確認ということでございます。ですので、この

地域内にある例えば井戸ですとか、あとはそこにかかる水位、また水質とかそうい

ったものの確認をして、今、現状での地下水の流水状況というものが、いわゆる保

全されているかどうか。要は枯渇しないかどうかとか、そういったものを確認する

作業でございまして、こちらについては県の補助金をいただいて、県の計画に沿っ

た形の中で確認をしていくというものでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ９番、佐々木昇です。５３ページ、２款１項１１目町民活動サポートセンター運

営事業費のところでちょっとお伺いしたいと思います。 

  こちらは町民サポートセンターの利用について、ちょっとお聞かせいただきたい

のですけど、現状当初の目的と比べて、利用状況どうなのか。また令和８年度に何

か活用の考えがあるようでしたらお伺いしたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課協働推進班長（岩本美樹） 

  地域防災課の岩本です。ただいまの御質問にお答えいたします。 

  町民活動サポートセンターは、町民公益活動団体、あとは地域活動を支える拠点

として活用されています。 

  最近では、活動団体以外の利用も増えていて、内容としては、お仕事であったり、

あとは学習で、ワークスペースで使っているというところがほとんどです。 

  今後の利用にどのような形で増えているのかというと、サポートセンターの登録

状況から申し上げますと、今、時点では３３団体、個人だと７６名がサポートセン

ター利用登録者として登録をされています。 

  サポートセンターは、令和３年から始まったのですけれども、その時点は１７団

体で３名の御登録、ここからスタートしておりますので、これだけの数が増えてお

りますから、認知度も含めて、皆様には少しずつ浸透しているのではないかと思っ

ております。 

  今後の活用なのですけれども、皆さんがもっとサポートセンターを知っていただ

くというところと、どのような形でサポートセンターを身近に感じていただけるの

かというところは、利用者の意見にいろいろと耳を傾けながら検討してまいりたい

と思います。 

  以上でございます。 

○委員長（星野洋一） 
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  ９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  ちょっと生涯学習、町民センターのほうと一緒に質問したかったのですけど、担

当が違うので、来年度町民センターにＷｉ－Ｆｉ環境を整備されるということです

けども、この辺の影響というのは、町民活動サポートセンター運営に当たって何か

あるのか、お聞かせください。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課協働推進班長（岩本美樹） 

  地域防災課の岩本です。御質問にお答えいたします。 

  サポートセンターの開設時から、そちら２回の交流スペース等についてはＷｉ－

Ｆｉの利用ができる状況でございましたので、今後も同じ状況だと思います。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

  失礼しました。ありがとうございます。そうしますと、やはり生涯学習課としっ

かりと連携を取って、運営を行っていかなければいけないかなと考えるのですけど

も、その辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課協働推進班長（岩本美樹） 

  地域防災課の岩本です。御質問にお答えいたします。 

  おっしゃっているように、町民センターの中の一部として、町民活動サポートセ

ンターを設置しているというところでは、いろいろな利用で課題はあるのではない

かとは承知しているところです。 

  例えば、サポートセンターを登録されている方は、サポートセンターの個室の会

議室がありますけれども、そちらは無料で利用できるといったところもありますし、

あとは学習で利用されているというところで、交流オープンスペースは皆さんがＷ

ｉ－Ｆｉ使えるというところでは、夕方になると、お子様がゲーム持ってきてやっ

ているというところも見受けられておりますので、最近、生涯学習課とちょっとお

話をした中では、やはり従来の利用の基準というところを一緒に見直していこうと

いうお話も出てございます。なので、そういったところも一緒に含めて利用につい

ては検討してまいりたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよでございます。今の質問に対して、関連でお尋ねをいたします。 
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  先ほど御答弁の中で、町民公益活動団体が、１７団体から３３団体までというこ

とで、大変に登録の団体が増えたということで喜ばしいことだと思います。その当

時を振り返りまして、町側の答弁では、この団体が集うことで、団体間の交流、マ

ッチング、さらに相乗効果を持たせるような団体の活性化にも尽力していきたい旨

のこの事業展開の前にお話があったと記憶をしております。その辺も踏まえまして、

この町民公益活動団体のこの３３団体の存在を踏まえてマッチング、またそれ以上

の団体を増やして、こうやっていくんだというようなその辺の展望も含めた御答弁

を願います。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課協働推進班長（岩本美樹） 

  地域防災課の岩本です。ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

  やはり活動団体の皆さんのお声としては、ほかの団体の方の活動も知りたいとい

うお声もたくさんいただいております。今年度ではなく令和７年度ですね。最近で

すけども、２月に、協働のまちづくり交流会というところの位置付けで、ワールド

カフェ方式で交流を図りました。そのときは多くの方に御参加いただいて、３０名

ほどが来ていろいろなお話をさせていただいたところです。 

  ですから、その後のアンケートの御意見としても、ここの交流会楽しかったとか、

いろいろと前向きな御意見いただいておりますので、そちらも踏まえて、継続はし

ていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよです。アンケートの中に前向きなお答えもあったということで、

喜ばしいことかなと。逆にこれだけの大所帯を町としては抱えながら、楽しく運用

していくわけでございますので、何かトラブル等々、また団体間のトラブルもない

にこしたことはないのですけど、例え毛先の１本でも、何か違和感が伴うような事

案が発生した場合に、どのような対応を取るのか、その辺の町の体制について質問

します。 

○委員長（星野洋一） 

  地域防災課班長。 

○地域防災課協働推進班長（岩本美樹） 

  地域防災課の岩本です。ただいまの御質問にお答えいたします。 

  そのような御意見は、まだ耳にしておりませんけれども、今後もし発生した場合、

私もここで２年が終わりまして、団体さんのお顔とか、あと活動内容も把握してい

るところでございます。普通にお声がけしていただくというところも増えてきまし

たから、気軽にお話できるのではないのかなというところは思っているので、そう
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いう関係性も大切にしながら、皆様の声をちょっとお聞きして、もしトラブルが発

生した場合、迅速な対応というところで寄り添いながら対応していきたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ６番、前田委員。 

○６番（前田せつよ） 

  ６番、前田せつよです。しっかりと顔の見えるような形で、今寄り添っていられ

るという今のお答えの中から、映像が浮かぶようなお答えを頂戴したわけでござい

ます。もちろんお１人で抱えることなく、その間、先ほど話した生涯学習課とか、

直属の担当、参事兼課長にも相談しながら、せっかく伸びゆく町民公益の基盤とな

る、基幹となるものの重要なポジションというところの部分もあろうかと思います

ので、全庁的にしっかりとこれは高め合って、守り合って、熟成させていくべきか

なと思います。 

  最後に町長一言いただければと存じます。 

○委員長（星野洋一） 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  思いのようなことを語らせていただければよろしいのかと承ったのですけども、

再三申し上げておりますとおり、協働、連携、今後のまちづくりにおいて、ますま

す重要になってくると思います。理由は、先般も申し上げたとおりということで割

愛させていただきますけれども、そういった意味で、このサポートセンターも、サ

ポセンもますます御利用いただけるように、参加いただいている皆さんが広まって、

交流も深まって、それがひいては、開成町の幸せタイムの発展につながればと思っ

ておりますし、協働というものは、パブリックマインドを持っていただいているよ

うな団体の皆さんが、行政サービスの一部を担っていただいているものと強く認識

しておりますので、そういった意味でも、今後謝礼ではないのですけども、サポー

トもさせていただきますし、我々としてもさらなる活性化に努めていきたいと思っ

ております。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  すみません、２点質問がありまして、そのうちの１点、５０ページです。これは

２款総務費、１項総務管理費の７目の交通防犯費に含まれます中段、消費者保護対

策推進事業費、こちら２０４万３，０００円です。こちらに関しましては、令和６

年度から段階的に県の補助金メニューが減少したこと等により負担金が増加とあり

ます。 
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  説明欄の足柄上地区消費者生活相談負担金が１９８万円計上されていまして、こ

ちらは前年度から３３％という大幅な増加となりまして、補助金メニューが減った

ということで無視できない金額になっていると思います。その中で、この人口割２

０％、相談件数割５０％、均等割３０％というところですけども、当初からこれは

見直されてきた数なのか。実績を基に交渉して、変化したことがある数なのか伺い

ます。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それではお答えします。結論から言いますと、当初からこの割合でございます。

相談件数割が５０％、均等割が３０％、人口割が２０％ということで、これは当初

から維持しておりましたが、数年前、この県の補助金が段階的にも減少していくよ、

なくなっていくよというような話があったときに、事務局が南足柄市で持ってもら

っているのですが、そのときは一時、この人口割をもうちょっと増やしたいといっ

たような話はありました。ただ、うちとしては、相談件数というのが一番やはり重

きを置いてほしいという形の中で、現状を維持させてもらっているというのが実情

でございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  もちろんでございますというところで、相談件数は、開成町は全体で１割にも満

たない数であります。人口や相談件数の比率に見合っていない割合です。 

  まず名前が、南足柄市消費生活センターで、南足柄市役所の中にありまして、や

はり相談のしやすさなども、開成町の町民にとっては異なるものがございます。こ

ちらは分担金が受益の限度を超えているとお考えがありますでしょうか。そして今

後について伺います。 

○委員長（星野洋一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それではお答えしたいと思います。場所につきましては、１市５町でというよう

な形の中で、南足柄市がイニシアチブを取ってやっていただいているという形で、

専任の職員もいらっしゃいます。その専任の職員の方の事務費的な部分も、数年前

から上郡５町で負担しているという状況でございます。 

  相談件数につきましては、令和６年でいうと４８８件、令和５年でいうと５４２

件という形で大体ここ数年は５００件前後で推移しているという状況でございます。 

  本町においては、令和６年が５９件で、全体の１２．１％、令和５年が８４件で

全体の１５．５％という形で考えれば、実際人口割で言うと、もっと多いのでしょ
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うけれども、そう考えると、比較的相談件数は多くないのかなとは思っております。 

  ただ、この件数については、１市５町で運営しているという形ですので、この負

担金の額が多い少ないかというのは、なかなか一言では言いづらい部分も正直あり

ます。そういった中では、うちのほうでも窓口に来るより、まずは電話で問合せの

相談が多いという形で、その後うちのほうから専門的な内容であれば、南足柄市消

費生活センターに連絡してほしいという促しをしておりますので、実際この令和６

年４８８件のうち、南足柄市役所の消費生活センターに出向いて相談に行った方の

件数というのは承知をしていないのですけれども、どちらかというと電話での相談

というのがまずはほとんど多いのかなという形の中で考えれば、場所的には町内で

はないのですけれども、１市５町で運営しているという状況の中で現在に至ってい

るということで理解しているものでございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  先ほどの補足ですけど、私、令和４年度のデータを見ていましたので、少し相談

件数が増えているということでした。 

  次の質問は７７ページです。中段の、こちらも４款の衛生費で、管理衛生費です

が、事業名はごみ処理広域化推進事業費です。こちらも負担金についてです。御説

明の中で、今現在進められている、新処理ごみ施設に関しまして、南足柄市が市内

で処理できないので、小田原市に運ぶというところの運搬費が含まれているという

説明でした。こちら、南足柄市が小田原市に運ぶ運搬費まで負担金に含まれるとい

うことで、やはりこの事業に関しては、もう最初から終わりまで、やはり負担金が

生じるのだなと思ったところですが、まずこちらの負担金の考え方、割合について

伺いたいと思います。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課長。 

○環境課長（高橋清一） 

  お答えします。まず、ごみ広域化に伴って、南足柄市の清掃工場を稼働停止させ

て、新しい工場をつくる。これによって、南足柄市内の燃えるごみ自体を他の焼却

工場で処分するという形。これについて、１市５町の中で人口割で負担をしていく

という考え方です。 

  それで処分先ということで、小田原市という形で今挙げられたのですけれども、

これ以外に、大井の美化センター、そして足柄西部環境センター、そしてあとは県

外の民間事業所と、こういったところで分散をさせて、処分をしていくという形に

なります。 

  この負担の額の考え方について言いますと、まずは今現状でも南足柄市の処分で
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やっています。これについて大きな金額があった中で、過渡期になった場合でいう

と、それよりさらに、例えば処分先が変わる形でいうと処分量であったり、運搬費

がさらにかかるとこういった部分について、その差額の部分について人口割をして

いくという形で、１市５町の協議会の中で、様々な議論を経た中で、こちらについ

ては広域化を図るためにはやむを得ないと、いろいろな考え方があった中で、そち

らの金額のみを分担させていただくという形の中で協議が進んだものという形で御

理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  １番、清水委員。 

○１番（清水友紀） 

  やはりこの事業に関しては、広く大きな額面でかかってきますが、人口割が多く

使われているのかなという印象でございました。 

  また事業に関しましては、負担金の割合が、その考え方が、今後も続いていくの

かというところが、やはり今回のこの負担金１，７１５万８，０００円という大き

な額、１年間での大きな額を見ると、考えないわけにはいかないというところです。 

  今後の西部清掃組合の解体が必要になったときの負担金の割合の考え方などに今

回のこの負担金の割合の考え方というのは反映されるとお考えでしょうか。 

○委員長（星野洋一） 

  環境課長。 

○環境課長（高橋清一） 

  お答えします。まず、来年度の当初予算額に対する負担割合の考え方について申

し上げます。 

  来年度の負担金の中には、４種類の金額で負担金を整理したもので積み重ねてお

ります。 

  １つ目に、このごみ広域化に係る職員の人件費に係る部分。こちらについてでい

いますと、これは人口割１００％というもの、そして事務費、いわゆるごみ広域化

に係るいろいろな事務用品であったりとか、その事務作業に係る、例えば通信・運

搬とか、そういったような経費、こういったものについては、均等割１００％。そ

の次に、具体的に建設またはそれに係る調査というものについては、均等割が１２％、

人口割が８８％といったもの。 

  そして最後に、先ほど申し上げました、南足柄市の過渡期対応に係るものについ

ては人口割１００％という形で、それぞれ今までの議論の中で、負担する金額の性

質、内容によって、それぞれ負担の額を個別に協議した中で、今、積み重ねて金額

としては出しているというものでございます。 

  こちらに係るもので一番大きなものについては、やはり建設ですとか、調査にか

かる費用という形の中で、先日の議会の中でも、その建設に係る債務負担行為とい

う形で大きな金額についてはお認めていただいたというところでございます。です
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ので、今後はこういったものについては、ある程度金額等については決まってきて

おります。 

  そしてこの先の負担金という形でいうと、いわゆる運営に入った段階のものとい

うものでございますけども、こちらについてでいうと、ほぼほぼ、実績張りという

形の中である程度協議が進んでございます。 

  ですので、今、一生懸命ごみの減量化を図るというのは、そこにかかるものでご

ざいます。やはりごみ焼却というもの自体は、これは正直消えてなくならないもの

だろうと思います。こちらについては、自治事務という形の中で市町村が得意な事

務という形では進めると、そこについては住民等のニーズに合ったような形の中で

進めざるを得ないと、そういったもので考えるならば、いろいろな形の中で、ごみ

の減量化を図った中で、その負担金を１つでも、１円でも減らしていくという中で、

今現在その取組を始めたところという形でございます。今までやっていましたけど

も、ここで一気に変えることではないので、またいろいろな様々なことについては、

やっていきたいと思っておりますので負担金については、その都度いろいろな部分

で町が不利にならないような形の中で協議を進めた中で、広域行政についてスケー

ルメリットを出しながらという形で取り組んでいきたいと考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（星野洋一） 

  ほかに質疑はございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○委員長（星野洋一） 

  以上で、第２ブロックの所管に関する質疑を終了いたします。 

  本日はここまでといたします。 

  明日、第２日目は午前９時より第３ブロックの所管に関する質疑から行います。 

  これにて本日の予算特別委員会は散会といたします。 

午後５時２０分 散会 


